
一

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
に
向
け
て

二
〇
〇
七
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た

改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
（
以
下

�
均
等
法
�
と
い
う
）
に
よ
り
、
職

場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
が
事
業
主
の
義
務
と
な
っ

た
。
ま
た
、
同
法
施
行
に
と
も
な
い
、

事
業
主
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

九
項
目
の
指
針
が
具
体
的
に
定
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
事
業
規
模
や
職

場
状
況
を
問
わ
ず
必
ず
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
九
項
目
の
概
要
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
職
場
に
お

け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
内
容
及
び
職
場
に
お
け
る
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
旨
の
方
針
を
明
確
化

し
、
管
理
監
督
者
を
含
む
労
働
者
に

周
知
啓
発
す
る
こ
と
。
②
職
場
に
お

け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
係
る
性
的
な
言
動
を
行
っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
厳
正
に
対
処
す
る

旨
の
方
針
及
び
対
処
の
内
容
を
就
業

規
則
そ
の
他
職
場
に
お
け
る
服
務
規

律
等
を
定
め
た
文
章
に
規
定
し
、
管

理
監
督
者
を
含
む
労
働
者
に
周
知
啓

発
す
る
こ
と
。
③
苦
情
を
含
む
相
談

に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に

必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
④

相
談
担
当
者
が
適
切
に
対
応
で
き
る

こ
と
。
ま
た
、
現
実
に
職
場
に
お
け

る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

が
生
じ
て
い
る
場
合
で
な
く
と
も
、

そ
の
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
や
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

該
当
す
る
か
微
妙
な
場
合
で
あ
っ
て

も
、
広
く
相
談
に
対
応
す
る
こ
と
。

⑤
事
案
に
係
る
事
実
関
係
を
迅
速
に

把
握
す
る
こ
と
。
⑥
職
場
に
お
け
る

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

確
認
で
き
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行

為
者
に
対
す
る
措
置
及
び
被
害
者
に

対
す
る
措
置
を
迅
速
に
行
う
こ
と
。

⑦
改
め
て
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
方

針
を
周
知
啓
発
す
る
等
の
再
発
防
止

策
を
講
ず
る
こ
と
。セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
確
認
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
も
同
様
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
⑧
相
談
へ
の
対
応
又
は
当
該

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ

の
事
後
の
対
応
に
あ
た
っ
て
は
、
相

談
者
・
行
為
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
、
そ
の
旨
を
労
働
者
に
周
知
す

る
こ
と
。
⑨
労
働
者
が
職
場
に
お
け

る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
つ
い
て
の
相
談
を
し
た
こ
と
又
は

事
実
関
係
の
確
認
に
協
力
し
た
こ
と

等
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱

を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
定
め
、
労

働
者
に
周
知
啓
発
す
る
こ
と
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
対
策
が
講
じ
ら
れ
ず
、

是
正
指
導
に
も
応
じ
な
い
場
合
は
、

企
業
名
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
司
連
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
へ
の
取
り
組
み

日
司
連
人
権
委
員
会
委
員

い
し
い

ひ
ろ
あ
き

石
井

寛
昭
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さ
ら
に
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本

法
に
基
づ
く
基
本
計
画
に
お
い
て
も
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
対
策
の
推
進
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。現

在
日
司
連
で
は
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
規
則
及
び

同
規
則
に
基
づ
く
相
談
窓
口
を
設
定

す
る
た
め
に
協
議
を
重
ね
て
い
る
。

性
別
を
問
わ
ず
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
個
人
の
尊
厳
を

不
当
に
傷
つ
け
る
重
大
な
行
為
で
あ

り
、
不
法
行
為
責
任
の
み
な
ら
ず
雇

用
管
理
上
の
措
置
義
務
違
反
の
債
務

不
履
行
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
は

ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
る
か
。
い
ま

だ
に�
個
人
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
�

あ
る
い
は
�
軽
微
な
問
題
�
と
捉
え

ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
こ

か
に
�
被
害
を
訴
え
る
方
に
も
原
因

が
あ
る
��
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
で
あ

る
�
等
と
い
う
固
定
観
念
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
被
害
者
に
対
す
る
偏
見
は
、

従
来
の
習
慣
か
ら
く
る
個
人
的
な
価

値
観
に
内
在
化
さ
れ
、
気
付
き
に
く

い
面
が
あ
る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
規
則
制
定
及
び
運

用
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
の
意
識
改

革
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
被
害
を
訴
え
て
き
た
も
の
を

異
質
視
し
、
救
済
ど
こ
ろ
か
逆
に
排

斥
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
日
司
連

人
権
委
員
会
で
は
、
各
種
研
修
等
を

通
し
周
知
徹
底
を
検
討
し
て
い
る
。

日
司
連
は
率
先
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

指
針
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
そ
の
言
動
に
注
意
を

払
う
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
事
業
主

と
し
て
雇
用
し
て
い
る
職
員
に
対
し

均
等
法
に
基
づ
い
た
措
置
義
務
を
果

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雇
用
し

て
い
る
職
員
が
、
事
務
所
訪
問
者
か

ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

被
害
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
事
業
主
が
こ
れ
を
放
置
し
て
い

れ
ば
雇
用
管
理
上
の
措
置
義
務
違
反

を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
逆
に

雇
用
し
て
い
る
職
員
が
、
事
務
所
訪

問
者
に
対
し
加
害
行
為
を
し
て
い
れ

ば
、
使
用
者
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

二

男
女
共
同
参
画
社
会
へ

む
け
て
の
日
司
連
の
役
割

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
は
、

�
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
を
決

定
す
る
最
重
要
課
題
�（
男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
前
文
）
で
あ
り
、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
そ

の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本

弁
護
士
連
合
会
は
、
男
女
の
人
権
の

確
立
及
び
男
女
の
実
質
的
な
平
等
を

図
る
と
と
も
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社

会
的
性
別
）
に
基
づ
く
性
別
役
割
分

業
意
識
・
固
定
観
念
・
偏
見
を
排
除

し
、
女
性
会
員
の
積
極
的
な
政
策
・

方
針
決
定
過
程
へ
の
参
画
の
拡
大
を

実
現
す
る
た
め
、
昨
年
�
男
女
共
同

参
画
施
策
基
本
大
綱
�
を
定
め
て
い

る
。
残
念
な
が
ら
、
日
司
連
は
男
女

共
同
参
画
社
会
の
推
進
に
つ
い
て
遅

れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
規
則
制
定
に
向
け
て
よ
う
や
く
検

討
を
始
め
た
が
、
会
則
や
規
則
に
は

性
別
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
規
定

は
な
く
、
相
談
窓
口
も
な
い
。
ま
た
、

日
司
連
理
事
は
全
員
が
男
性
会
員
で

あ
り
、
今
般
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
規
則
を
検
討
し
て
き

た
日
司
連
人
権
委
員
会
に
し
て
も
、

そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
全
員
男
性
会

員
で
あ
る
。
多
く
の
視
点
を
政
策
に

反
映
さ
せ
る
た
め
に
も
、
具
体
的
な

数
値
目
標
を
含
め
た
積
極
的
な
行
動

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
の
司
法
書
士
試
験

合
格
者
の
う
ち
約
二
八
％
は
女
性
で

あ
る
が
、
日
司
連
登
録
会
員
数
に
お

け
る
女
性
会
員
の
割
合
は
一
二
�
七

％
（
二
〇
〇
七
年
九
月
現
在
）
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
日
司
連
に

お
け
る
男
女
共
同
参
画
を
妨
げ
て
い

る
要
因
に
つ
い
て
、
現
状
を
把
握
す

る
た
め
全
会
員
向
け
の
ア
ン
ケ
ー
ト

実
施
と
結
果
の
分
析
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
男
女
共
同

参
画
の
視
点
に
た
っ
た
会
則
の
見
直

し
が
必
要
で
は
な
い
か
。
日
司
連
内

に
お
い
て
、
女
性
会
員
の
意
見
が
反

映
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
公
正
で
良

質
な
司
法
制
度
を
確
立
し
、
司
法
ア

ク
セ
ス
の
拡
充
に
つ
な
が
る
と
確
信

し
て
い
る
。

男女共同参画社会に生きる司法書士
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全
国
の
司
法
書
士
会
に
先
駆
け
、

司
法
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア

ス
の
撤
廃
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
の
た
め
の
活
動
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
る
大
阪
司
法
書
士
会
。

平
成
一
六
年
度
に
人
権
擁
護
推
進

委
員
会
を
設
置
し
、�
大
阪
府
男
女

共
同
参
画
推
進
連
絡
会
議
�
に
大
阪

司
法
書
士
会
と
し
て
会
員
登
録
、
平

成
一
八
年
五
月
に
は
�
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す

る
要
綱
�
を
制
定
す
る
な
ど
、
女
性

や
こ
ど
も
、
高
齢
者
の
人
権
問
題
、

特
に
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン

ス
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
な
ど
の
問
題
に
関
し
、
先
進
的
か

つ
迅
速
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。

今
回
、
大
阪
司
法
書
士
会
の
特
に

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
対
策
に
注
目
し
、
実
際
に
ど
の
よ

う
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
の
原
動
力
は
何
か
、
問
題
意

識
の
所
在
や
取
り
組
み
の
経
緯
を
含

め
、
大
阪
司
法
書
士
会
会
長
北
田
五

十
一
氏
と
人
権
委
員
会
委
員
長
小
牧

美
江
氏
を
取
材
し
た
。

＊

大
阪
司
法
書
士
会
は
、
平
成
一
六

年
五
月
の
定
時
総
会
に
お
い
て
、
心

理
的
・
経
済
的
に
司
法
ア
ク
セ
ス
が

困
難
な
女
性
や
こ
ど
も
等
に
配
慮
し

た
相
談
体
制
の
確
立
を
は
じ
め
と
す

る
人
権
擁
護
活
動
の
積
極
的
推
進
を

宣
言
し
た
�
人
権
擁
護
活
動
推
進
宣

言
決
議
案
�
が
可
決
採
択
さ
れ
、
同

年
七
月
に
企
画
法
規
部
と
相
談
部
の

共
同
所
管
の
臨
時
特
別
委
員
会
と
し

て
�
人
権
擁
護
推
進
委
員
会
�
を
設

置
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
人
権
擁
護
推
進
委
員
会
は
、

後
に
�
擁
護
す
る
活
動
だ
け
で
は
な

く
、
司
法
書
士
自
身
へ
の
啓
発
や
意

識
改
革
に
も
力
を
入
れ
る
べ
き
�
と

の
考
え
か
ら
、委
員
会
名
称
か
ら�
擁

護
�
と
い
う
文
字
を
除
き
、
委
員
会

規
定
を
設
け
た
�
人
権
委
員
会
�
と

し
て
新
た
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、

人
権
擁
護
推
進
委
員
会
設
置
後
ま
も

な
い
平
成
一
六
年
一
一
月
に
、
女
性

の
人
権
に
配
慮
し
た
�
女
性
と
こ
ど

も
の
た
め
の
専
門
相
談
会
（
以
下
、

先
進
司
法
書
士
会
か
ら
学
ぶ

―
大
阪
司
法
書
士
会
を
訪
ね
て
―に

し
や
ま

ゆ
み
こ

取
材
者

西
山

弓
子

（
日
司
連
月
報
発
行
委
員
会
）
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�
専
門
相
談
会
�
と
い
う
）�
事
業

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。

専
門
相
談
会
は
、
毎
月
第
三
水
曜

日
の
常
設
相
談
と
そ
の
他
の
水
曜
日

の
予
約
相
談
（
い
ず
れ
も
午
後
一
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で
）
を
並
行
開
催

し
て
い
る
が
、
専
門
相
談
会
の
登
録

相
談
員
と
な
る
た
め
に
は
、
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
通
称‥

Ｄ
Ｖ

防
止
法
）
や
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
通
称‥

児
童
虐
待
防

止
法
）
な
ど
関
連
法
令
の
研
修
受
講

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
被
害
者
心
理

に
関
す
る
研
修
や
相
談
技
法
の
習
得

が
要
件
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
お
り
、

相
談
員
と
し
て
持
つ
べ
き
正
し
い
知

識
や
ス
キ
ル
を
習
得
し
て
い
な
い
司

法
書
士
に
よ
る
相
談
時
の
二
次
被
害

を
最
大
限
防
止
す
る
た
め
の
二
重
三

重
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
、
専
門
相
談
会
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

と
し
て
は
あ
り
が
ち
な
女
性
や
こ
ど

も
な
ど
の
�
人
�
を
モ
チ
ー
フ
と
し

て
使
用
し
て
い
な
い
。
大
小
六
色
の

円
形
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
配
置
し
た

デ
ザ
イ
ン
は
、�
人
が
モ
チ
ー
フ
だ

と
、
そ
の
人
物
像
と
自
分
自
身
が
一

致
せ
ず
、
被
害
者
が
自
分
の
抱
え
る

問
題
の
相
談
先
と
し
て
相
談
会
を
認

知
し
づ
ら
く
な
り
、
相
談
意
欲
が
削

が
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
た
く

さ
ん
の
人
に
相
談
し
て
欲
し
い
の
で

あ
え
て
抽
象
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
し

た
�
と
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ

ン
に
も
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
小
牧
委
員
長
の
説
明
で
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

＊

大
阪
司
法
書
士
会
が
人
権
委
員
会

設
置
後
、
女
性
や
こ
ど
も
の
人
権
に

関
す
る
事
業
を
次
々
と
展
開
し
て
い

っ
た
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
そ
こ
か

ら
な
ぜ
�
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
要
綱
�
を

作
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
実
は
平
成
一

六
年
と
平
成
一
七
年
に
二
件
の
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す

る
報
告
が
大
阪
司
法
書
士
会
に
寄
せ

ら
れ
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
と
な
っ

た
の
だ
そ
う
だ
。

北
田
会
長
は
、
平
成
一
七
年
に
会

長
に
就
任
す
る
と
す
ぐ
、
当
時
の
企

画
法
規
部
と
人
権
委
員
会
に
調
査
・

検
討
を
指
示
し
、
人
権
委
員
会
内
に

検
討
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
対
応
に

あ
た
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
検

討
チ
ー
ム
発
足
・
検
討
を
機
に
、
大

阪
司
法
書
士
会
内
で
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
対
策
を

講
じ
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
に
至
り
、

引
き
続
き
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
に
関
す
る
規
則
や
人
事
院
規
則
な

ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
素
案
の
策

定
作
業
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。�

要
綱
�
制
定
後
、
こ
れ
に
基
づ

く
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

相
談
対
応
制
度
実
施
の
た
め
の
規
程

等
を
策
定
す
る
過
程
で
周
囲
よ
り
た

く
さ
ん
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
消
極
的
意
見
が

多
く
、
企
画
法
規
部
正
副
部
長
や
担

当
副
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
執
行
部

で
は
�
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
要
綱
の
目
的

は
会
員
を
縛
る
こ
と
で
は
な
い
��
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
雇
用
管
理
上
必
要
な
配
慮

義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
医
師

会
は
事
業
主
と
し
て
の
不
法
行
為
責

任
を
問
わ
れ
た
判
例
が
あ
る
が
、
司

法
書
士
会
も
同
様
の
義
務
を
負
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
、
改

正
均
等
法
に
よ
っ
て
配
慮
義
務
か
ら

措
置
を
講
ず
る
義
務
へ
と
厳
格
化
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
尚
更
何
も
し
な

く
て
い
い
わ
け
が
な
い
��
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相

談
を
受
け
た
場
合
、
大
い
に
役
立
つ

ス
キ
ル
の
提
供
で
も
あ
る
。
個
室
で

の
面
談
相
談
が
あ
り
得
る
現
場
に
お

い
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
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ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
知
識
を
持
つ

こ
と
は
、
被
害
者
の
た
め
だ
け
で
な

く
相
談
を
受
け
る
司
法
書
士
自
身
を

も
守
る
も
の
で
も
あ
る
�
と
会
員
に

対
し
説
得
し
た
そ
う
だ
。

�
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
�
の
一
般
的
な
定
義
は
、�
相
手

方
が
不
快
に
感
じ
る
性
的
言
動
�
と

さ
れ
る
。
ち
ょ
っ
と
肩
を
も
む
、
頭

を
な
で
る
。�
親
し
さ
を
表
現
し
た

だ
け
�
そ
ん
な
弁
解
は
も
は
や
通
用

し
な
い
。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
は
、

法
律
職
能
で
あ
る
と
同
時
に
事
業
主

で
も
あ
る
司
法
書
士
と
し
て
当
然
の

義
務
で
あ
る
と
の
自
覚
を
き
ち
ん
と

持
つ
こ
と
が
社
会
的
に
も
求
め
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
ま
さ
に
�
自
覚
�
の

問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
自
覚
を
持
つ
た
め
に
は

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
仮
に
、
大

阪
司
法
書
士
会
の
取
り
組
み
を
大
阪

会
方
式
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
特
筆

す
べ
き
方
式
と
し
て
、
毎
月
の
会
務

通
信
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
関
す
る
判
例
紹
介
記
事
�
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

情
報
�
を
全
一
九
回
に
わ
た
っ
て
連

載
し
、
毎
月
会
員
の
目
に
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
情

報
が
入
る
環
境
を
整
え
、
会
員
間
の

意
識
の
差
を
埋
め
る
努
力
を
怠
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

会
員
に
対
す
る
情
報
提
供
は
、�
雇

用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
�（
通
称‥

雇
用
機
会
均
等
法
）

の
改
正
法
が
平
成
一
九
年
四
月
に
施

行
さ
れ
、
こ
の
改
正
均
等
法
一
一
条

で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
に
つ
い
て
事
業
主
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
。

こ
の
改
正
法
の
施
行
前
に
も
、
大
阪

司
法
書
士
会
は
、
司
法
書
士
事
務
所

職
員
就
業
規
則
作
成
の
た
め
の
参
考

資
料
を
会
員
向
け
に
配
付
す
る
と
い

う
対
応
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
情

報
提
供
を
も
同
時
に
行
っ
て
お
り
、

会
員
に
対
す
る
情
報
提
供
の
キ
メ
の

細
か
さ
は
ま
さ
に
圧
巻
で
あ
る
。

会
員
へ
の
情
報
提
供
を
積
極
的
に

行
う
理
由
を
�
ど
の
よ
う
な
視
点
か

ら
何
を
し
た
ら
い
い
の
？
と
い
う
会

員
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
の

情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
人
権
委
員

会
の
役
割
だ
か
ら
�
と
、
小
牧
委
員

長
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
語
る
。

＊

日
弁
連
で
は
、
昭
和
五
一
年
五
月

に
�
女
性
の
権
利
に
関
す
る
委
員

会
�
が
設
置
さ
れ
、
現
在
で
は
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
男
女
が
共
に
参
画
し
、

真
の
両
性
の
平
等
の
実
現
を
目
指
す

た
め
に
�
両
性
の
平
等
に
関
す
る
委

員
会
�
と
名
称
を
変
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
女
性
の
権
利
に
関
す
る
委
員

会
が
設
置
さ
れ
、
日
弁
連
が
女
性
の

人
権
に
関
す
る
取
り
組
み
を
始
め
て

昨
年
で
三
〇
周
年
を
迎
え
た
の
だ
そ ▲大阪会会長 北田五十一氏
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う
だ
。
そ
の
三
〇
周
年
の
節
目
の
年

と
な
る
平
成
一
九
年
四
月
二
〇
日
に
、

日
弁
連
は
�
日
本
弁
護
士
連
合
会
男

女
共
同
参
画
施
策
基
本
大
綱
�
を
制

定
し
た
。

私
た
ち
司
法
書
士
は
、
こ
れ
ま
で

女
性
や
こ
ど
も
の
人
権
、
男
女
共
同

参
画
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
対

策
を
講
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
今
か
ら
三
〇
年
の
時
間
を

か
け
て
一
か
ら
築
き
上
げ
て
い
く
時

間
的
猶
予
は
も
は
や
な
い
。
私
た
ち

は
、
弁
護
士
会
の
三
〇
年
の
歩
み
を

駆
け
足
で
た
ど
り
、
私
た
ち
自
身
の

問
題
と
し
て
自
覚
し
、
会
員
間
の
意

識
格
差
の
是
正
に
取
り
組
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
性
別
役
割
分

業
の
意
識
や
偏
見
を
排
除
し
、
会
と

し
て
も
、
司
法
書
士
会
に
お
け
る
男

女
の
実
質
的
な
平
等
を
図
る
と
と
も

に
、
司
法
書
士
会
内
に
お
け
る
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
理
事

会
・
常
任
理
事
会
へ
の
女
性
会
員
の

積
極
的
参
画
な
ど
が
目
標
と
し
て
掲

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
女
性
の
人
権
を
取
り
上
げ

る
と
き
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

�
女
性
�
と
相
対
す
る
存
在
と
し
て

の
�
男
性
�
を
持
ち
出
し
�
逆
に
女

性
に
偏
っ
た
配
慮
で
あ
り
男
性
の
人

権
を
侵
害
し
て
い
る
�
と
い
っ
た
批

判
の
声
が
あ
が
る
。
き
っ
と
他
の
司

法
書
士
会
で
も
、
女
性
や
こ
ど
も
の

た
め
の
専
門
相
談
会
の
開
催
や
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止

に
関
す
る
対
策
を
講
じ
よ
う
と
提
案

し
た
際
に
同
様
の
意
見
が
出
て
く
る

こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

の
種
の
批
判
の
声
は
、
弁
護
士
会
に

お
け
る
女
性
の
権
利
に
関
す
る
委
員

会
が
設
置
さ
れ
た
当
時
、
つ
ま
り
三

〇
年
前
の
声
と
同
質
・
同
レ
ベ
ル
の

声
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
声
と
し
て
現

れ
た
会
員
間
の
意
識
の
差
を
埋
め
る

努
力
を
弁
護
士
会
も
三
〇
年
間
継
続

し
て
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
事
実

に
思
い
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
。＊

最
後
に
、
北
田
会
長
と
小
牧
委
員

長
に
、
他
の
司
法
書
士
会
へ
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
お
願
い
し
た
。

�
い
き
な
り
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
要
綱
や

規
程
の
作
成
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
情
報
を
会
報
に
掲
載
す
る
と
い
っ

た
会
員
向
け
の
啓
発
活
動
か
ら
始
め

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
�

�
予
防
が
一
番
。
万
一
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
事

件
が
起
き
た
ら
、
会
は
対
応
に
追
わ

れ
大
混
乱
を
き
た
す
。危
機
管
理（
ク

ラ
イ
シ
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
）意
識

を
も
っ
て
早
急
に
防
止
に
関
す
る
対

策
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
�

さ
ぁ
ど
う
す
る
、
司
法
書
士
。
司

法
書
士
会
！

▲大阪会人権委員会委員 小牧美江氏
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は
じ
め
に

私
が
病
的
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
の
回
復

（
リ
カ
バ
リ
ー
）
援
助
の
活
動
を
し

て
い
る
こ
と
は
、
た
び
た
び
本
誌
に

お
い
て
も
ご
報
告
の
機
会
を
得
て
い

る
が
、
そ
の
核
と
も
い
え
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
ワ
ン
デ
ー
ポ
ー
ト
（
以
下
�
ワ

ン
デ
ー
ポ
ー
ト
�
と
い
う
）
で
二
〇

〇
七
年
一
〇
月
に
海
外
視
察
を
行
っ

た
の
で
、
司
法
書
士
に
も
関
連
す
る

と
思
わ
れ
る
部
分
を
報
告
す
る
。
ワ

ン
デ
ー
ポ
ー
ト
は
、
わ
が
国
唯
一
の

病
的
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
の
た
め
の
回
復

施
設
で
あ
り
、
先
進
的
な
活
動
や
模

範
に
な
る
施
設
の
勉
強
を
す
る
に
は

海
外
に
そ
の
教
材
を
求
め
る
し
か
な

い
。従
っ
て
、ほ
ぼ
毎
年A

d
d
ictio

n

（
依
存
症
）
の
リ
カ
バ
リ
ー
先
進
国

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
視
察
を

行
っ
て
い
る
。
本
誌
に
お
い
て
も
第

四
〇
七
号
（
二
〇
〇
六
年
一
月
号
）

世
界
み
て
あ
る
記
�
ギ
ャ
ン
ブ
リ
ン

グ
・
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
・
コ
ー
ト
視

察
�
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

の
タ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
�
�（
八
四
〜

八
九
頁
）
で
一
度
報
告
を
し
て
い
る

が
、
今
回
は
違
っ
た
視
点
の
視
察
で

あ
る
た
め
報
告
す
る
。

G
A
2007

W
estern

C
onfer-

ence
50
th
Anniversary

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
五
日
か
ら
七

日
ア
メ
リ
カ
・
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス

（
Ｌ
Ａ
）
に
お
い
て
Ｇ
Ａ
（G

am
-

b
lers

A
n
o
n
ym
o
u
s

）
の
五
〇
周

年C
o
n
feren

ce

に
参
加
し
た
。

Ｇ
Ａ
と
い
う
の
は
、
自
助
グ
ル
ー
プ

で
あ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
と
同

様
に
依
存
症
者
本
人
た
ち
が
集
ま
り
、

そ
こ
で
言
い
っ
ぱ
な
し
・
聞
き
っ
ぱ

な
し
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
も
の

で
あ
る
（
注
１
）。
こ
れ
は
一
二
ス

テ
ッ
プ
の
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ

く
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
全
世
界

的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ギ
ャ

ン
ブ
ル
に
お
い
て
こ
の
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
が
始
ま
っ
て
五
〇
年
が
経
過
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の

C
o
n
feren

ce

に
は
、
世
界
各
国
か

ら
八
〇
〇
名
を
超
え
る
参
加
者
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
参
加
者
は
、
依

存
症
者
本
人
・
そ
の
家
族
・
援
助
者

で
あ
る
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ

ー
で
参
加
者
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
が

行
わ
れ
た
。
依
存
症
界
の
カ
ウ
ン
ト

ダ
ウ
ン
と
は
、
最
後
に
�
や
っ
て
�

ど
の
く
ら
い
経
っ
た
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
日
か
ら
始
ま
り
、
一
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週
間
、
一
ヵ
月
、
半
年
、
一
年
そ
れ

か
ら
一
年
ず
つ
増
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
五
〇
周
年
で
あ
る
か
ら
、
五

〇
年
が
上
限
で
あ
る
が
、
こ
の

C
o
n
feren

ce

で
は
、
最
高
で
四
五

年
で
あ
っ
た
。
当
事
者
で
あ
る
老
人

に
は
、
会
場
か
ら
盛
大
な
拍
手
が
贈

ら
れ
た
。
ま
た
ビ
デ
オ
に
よ
り
各
地

の
Ｇ
Ａ
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

が
大
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
。

�T
h
an
k
yo
u
G
A

��I
lo
ve

G
A

�
と
Ｇ
Ａ
に
対
す
る
感
謝
と
愛

情
の
コ
メ
ン
ト
が
続
い
た
。
中
に
は

高
齢
の
た
め
、
ビ
デ
オ
撮
影
後
に
亡

く
な
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
も
お
ら
れ
た
。

期
間
中
様
々
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も

開
催
さ
れ
、
い
く
つ
か
に
参
加
し
た
。

も
ち
ろ
ん
言
葉
が
良
く
分
か
ら
な
い

が
雰
囲
気
だ
け
は
掴
め
た
と
思
う
。

特
に
人
気
の
高
か
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
は
、
二
〇
年
以
上
の
ロ
ン
グ
タ

イ
マ
ー
の
も
の
で
当
事
者
限
定
で
な

い
時
間
帯
で
は
会
場
に
入
り
き
ら
な

い
く
ら
い
の
盛
況
で
あ
っ
た
。
普
段

で
は
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
�
先
行

く
人
（
注
２
）�
の
話
は
、
全
世
界

的
に
も
興
味
深
い
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
。
こ
のC

o
n
feren

ce

で
日
本

と
の
違
い
を
感
じ
た
の
は
、
夫
婦
で

来
て
い
る
人
と
高
齢
者
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

夫
婦
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
も
あ
っ
た
く
ら

い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
と
の
ギ

ャ
ン
ブ
ル
事
情
の
違
い
も
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で

は
、
パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ
の
影
響

が
大
き
く
、
病
的
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
も

比
較
的
若
年
層
が
目
立
つ
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
カ
ジ
ノ
を
中
心
と
し
た
ギ

ャ
ン
ブ
ル
で
あ
り
、
一
定
の
財
産
や

収
入
が
在
る
者
が
、
病
的
ギ
ャ
ン
ブ

ラ
ー
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
Ｇ
Ａ
と
ギ
ャ
マ
ノ
ン
（
注
３
）

が
、
同
一
の
場
所
・
時
間
（
も
ち
ろ

ん
会
場
は
別
）
で
行
わ
れ
、
夫
婦
で

行
動
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

C
o
n
feren

ce

に
来
て
い
た
Ｌ
Ａ

の
精
神
科
医R

ich
ard

R
o
sen
-

th
al

か
ら
お
話
を
聞
く
機
会
が
あ

っ
た
。
司
法
書
士
と
し
て
気
に
な
る

問
題
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
慣

習
か
ら
、
Ｇ
Ａ
に
つ
な
が
る
と
、
金

融
業
者
は
債
務
整
理
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
も
最
近

で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ギ
ャ
ン
ブ

ル
・
ビ
デ
オ
ポ
ー
カ
ー
ゲ
ー
ム
が
多

く
な
り
、
若
年
化
、
早
期
の
依
存
が

問
題
に
な
り
始
め
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
り
、
今
後
日
本
の
問
題
も
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
し
そ
う
で
あ
る
。
日
本

の
Ｇ
Ａ
は
一
八
周
年
を
迎
え
た
ば
か

り
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
学
ぶ
べ

き
点
は
多
い
。

二
日
目
夜
の
バ
ン
ケ
ッ
ト
で
、
同

じ
テ
ー
ブ
ル
で
三
〇
代
の
ジ
ェ
フ
と

話
を
し
た
。
Ｌ
Ａ
に
住
ん
で
お
り
、

四
年
間
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
止
ま
っ
て
い

る
と
の
こ
と
。
サ
ン
タ
モ
ニ
カ
の
海

外
で
日
曜
の
朝
八
時
か
ら
仲
間
と
Ｇ

Ａ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
た
。
ギ
ャ
ン

ブ
ル
が
止
ま
り
、
二
年
前
に
結
婚
で

き
た
。
一
歳
半
の
娘
の
写
真
を
見
せ

て
く
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ー
ブ
ル

の
横
に
は
彼
の
ワ
イ
フ
が
座
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
く
の
は
、

ど
こ
に
い
っ
て
も
気
持
ち
の
良
い
も

の
で
あ
る
。

オ
レ
ゴ
ン
州
の
回
復
施
設

さ
て
、
七
日
の
夜
オ
レ
ゴ
ン
州
・

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
に
移
動
し
た
。
そ
の

晩
、
空
港
近
く
の
ホ
テ
ル
の
横
の
レ

ス
ト
ラ
ン
（
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
フ

ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
）
で
夕
食
を

と
っ
た
。
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
別
室

と
し
て
バ
ー
が
あ
り
そ
こ
に
カ
ジ
ノ

ゲ
ー
ム
六
台
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

ゲ
ー
ム
機
の
横
に
は
現
金
が
引
き
出

せ
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
ゲ
ー
ム
機
を
置
く
に
は
、
州
に
登

録
し
ロ
タ
リ
ー
マ
ー
ク
を
掲
示
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
近
く
の
レ
ス

ト
ラ
ン
・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
コ

ン
ビ
ニ
に
も
同
様
の
マ
ー
ク
（
ロ
タ
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リ
ー
）
が
あ
り
、
思
い
も
よ
ら
ず
ギ

ャ
ン
ブ
ル
が
市
民
の
身
近
に
波
及
し

て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
た
。

翌
八
日
に
は
、
州
の
施
設
で
あ
る

C
A
S
C
A
D
IA

を
訪
問
し
た
。C

A
S
-

C
A
D
IA

は
、
も
と
も
とA

d
d
ictio

n

の
回
復
施
設
で
あ
り
、
ア
ル
コ
ー

ル
・
薬
物
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
。

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
に
事
務
所
と
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
・
ル
ー
ム
な
ど
が
あ
る
が
、

宿
泊
で
き
る
施
設
は
州
都
セ
ー
ラ
ム

に
あ
り
、
そ
こ
へ
も
移
動
し
た
。
オ

レ
ゴ
ン
州
で
は
、
年
間
の
ギ
ャ
ン
ブ

ル
の
利
益
の
一
％
を
依
存
症
者
回
復

の
た
め
に
回
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

C
A
S
C
A
D
IA

を
利
用
す
る
の
は
無

料
で
あ
る
。
セ
ー
ラ
ム
に
あ
る
施
設

はC
A
S
C
A
D
IA
-B
R
ID
G
E
W
A
Y

と

い
う
。C

A
S
C
A
D
IA
-B
R
ID
G
E
W
A
Y

の
入
所
者
の
�
自
分
た
ち
の
治
療
費

は
、
す
で
に
支
払
っ
て
い
る
�
と
の

言
葉
が
印
象
的
で
あ
っ
た
（
注
４
）。

こ
ち
ら
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
事
情
は
、
前

述
の
通
り
カ
ジ
ノ
が
マ
シ
ー
ン
と
し

て
街
角
に
進
出
し
て
お
り
、
し
か
も

タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
中
年
の
女
性
。

B
R
ID
G
E
W
A
Y

の
利
用
者
も
圧
倒

的
に
女
性
が
多
か
っ
た
。
女
性
に
と

っ
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
社
会
的
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
の
逃
げ
場
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
考
え
て
み
れ
ば
日
本
で
も

新
し
い
パ
チ
ン
コ
・
マ
シ
ー
ン
は
、

Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
や
歌
手
な
ど
を
材
料
に

し
た
中
年
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し

た
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ま

だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
日

本
で
も
相
当
数
の
女
性
の
病
的
ギ
ャ

ン
ブ
ラ
ー
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。C

A
S
C
A
D
IA
-

B
R
ID
G
E
W
A
Y

で
は
、
初
期
面
談

か
ら
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
自
分
を
蝕
ん

で
い
る
こ
と
を
教
育
す
る
こ
と
。
施

設
入
所
も
外
来
も
受
け
付
け
て
い
る
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
あ
る
か
ら
、
借
金
の

問
題
が
付
き
ま
と
う
の
は
日
米
共
通

で
あ
る
。
こ
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
も
き
ち
ん
と
回

復
の
道
筋
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
位
置
づ
け
は
日
本
で
は
全
く
で

き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
オ
レ
ゴ
ン

州
で
も
、
よ
う
や
く
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に

関
し
て
実
態
調
査
が
始
ま
っ
た
ば
か

り
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
で

も
早
期
に
こ
の
問
題
に
真
剣
に
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

海
外
視
察
か
ら
見
え
て
く

る
も
の

日
本
で
も
カ
ジ
ノ
が
合
法
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
日
本
で
何
か
新
し
い
こ

と
が
始
ま
る
と
き
に
賛
成
か
反
対
か

の
議
論
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ

う
だ
。
む
し
ろ
、
現
実
に
存
在
す
る

も
の
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
、
そ
の

中
で
犠
牲
に
な
っ
て
い
く
人
間
を
い

か
に
救
っ
て
い
く
か
と
い
う
考
え
方

を
取
り
入
れ
て
い
か
な
い
と
現
在
の

社
会
に
は
対
応
で
き
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
海
外
視
察
に

い
く
た
び
に
そ
の
よ
う
な
社
会
シ
ス

テ
ム
の
作
り
方
に
考
え
が
及
ぶ
。
司

法
書
士
制
度
は
社
会
資
源
の
一
つ
で

し
か
な
い
。
こ
の
資
源
を
ど
の
よ
う

に
活
用
し
て
い
く
か
と
の
観
点
で
社

会
を
見
て
い
か
な
い
と
将
来
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
メ

リ
カ
で
も
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
原
因
と
す

る
自
殺
が
多
い
と
語
ら
れ
て
い
た
。

私
た
ち
は
日
々
目
の
前
の
依
頼
者
の

現
象
を
見
て
法
律
事
務
を
行
っ
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
見
え
な
く
な

る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を
発
見
す
る

た
め
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
海
外
を

視
察
す
る
意
味
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

▲CASCADIA の前で（右から３番目が筆者）
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し
か
も
、
視
察
団
は
同
業
者
で
な
く
、

で
き
る
だ
け
多
角
的
な
人
材
で
構
成

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

（
注
１
）
Ｇ
Ａ
に
お
い
て
は
、
人
の

話
を
自
分
の
鏡
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
分
自
身
へ
の
気
づ
き
と
す
る
こ

と
。
現
に
回
復
し
て
い
る
先
行
く
人

と
出
会
え
る
こ
と
。
そ
れ
ら
を
通
じ

て
隠
し
事
を
せ
ず
に
話
が
で
き
る
場

に
よ
り
、
正
直
に
生
き
る
こ
と
を
実

体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
を
選
ば
な
い
毎
日
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

（
注
２
）
依
存
症
の
自
助
グ
ル
ー
プ

で
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
が
伝
統

化
さ
れ
て
お
り
、
自
分
よ
り
先
に
や

め
て
い
る
ひ
と
を
�
ス
ポ
ン
サ
ー
�

と
し
て
、
様
々
な
相
談
相
手
に
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
お
互
い
に
影

響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
注
３
）
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
の
家
族
を

対
象
と
し
た
自
助
グ
ル
ー
プ
。
家
族

と
し
て
の
関
わ
り
方
に
依
存
性
が
あ

る
た
め
に
、
本
人
と
同
様
の
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
に
よ
り
回
復
し
て
い
く
。

（
注
４
）
日
本
で
唯
一
の
病
的
ギ
ャ

ン
ブ
ラ
ー
回
復
入
所
施
設
�
ワ
ン
デ

ー
ポ
ー
ト
�
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ

り
、
全
く
の
民
間
施
設
で
あ
る
。
二

〇
〇
七
年
度
ま
で
五
年
間
に
わ
た
り

神
奈
川
県
か
ら
約
六
〇
〇
万
円
程
度

の
助
成
金
を
い
た
だ
い
て
い
た
が
、

次
年
度
か
ら
は
そ
れ
も
な
く
な
り
、

す
べ
て
自
己
資
金
で
の
運
営
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。
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平
成
一
九
年
一
一
月
三
日
（
土
）

に
東
京
の
日
司
連
ホ
ー
ル
に
お
い
て

第
二
二
回
日
司
連
中
央
研
修
会
が
行

わ
れ
た
。

平
成
一
四
年
に
司
法
書
士
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
司
法
書
士
に
簡
易

裁
判
所
の
訴
訟
代
理
権
（
以
下
、「
簡

裁
代
理
権
」と
い
う
）が
付
与
さ
れ
て

か
ら
、
四
年
有
余
、
現
在
一
万
名
を

超
え
る
会
員
が
代
理
権
を
取
得
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は

こ
の
権
能
を
消
費
者
金
融
会
社
を
相

手
と
し
た
訴
訟
等
に
は
積
極
的
に
行

使
し
て
い
る
も
の
の
、
一
般
民
事
事

件
に
対
す
る
関
与
に
つ
い
て
は
簡
裁

代
理
権
取
得
の
前
後
に
お
い
て
目
立

っ
た
変
化
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

本
研
修
会
で
は
司
法
書
士
に
よ
る

こ
う
し
た
簡
裁
代
理
権
行
使
の
実
態
、

問
題
点
そ
し
て
今
後
の
展
開
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
、
最
初
に
基
調
講
演

と
し
て
、
早
稲
田
大
学
法
務
研
究
科

教
授
・
和
田
仁
孝
先
生
よ
り
�
司
法

書
士
裁
判
実
務
の
変
容
と
展
望
�
と

題
し
て
ご
講
演
い
た
だ
き
、
午
後
か

ら
日
司
連
裁
判
事
務
推
進
対
策
部
部

委
員
の
加
藤
俊
明
会
員
（
神
奈
川
県

会
）
よ
り
�
裁
判
事
務
の
拡
充
発
展

と
現
場
か
ら
の
提
言
�
に
つ
い
て
講

義
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
同
じ
く
日
司

連
裁
判
事
務
推
進
対
策
部
部
委
員
の

森
守
人
会
員
（
大
阪
会
）
か
ら
�
こ

れ
か
ら
の
司
法
書
士
に
問
わ
れ
る
も

の
�
と
し
て
ご
自
身
が
関
与
さ
れ
た

大
阪
北
支
部
で
の
法
律
相
談
員
養
成

ゼ
ミ
の
体
験
報
告
等
が
な
さ
れ
た
。

以
下
に
、
当
日
の
研
修
内
容
の
概

要
を
紹
介
す
る
。

＊

和
田
教
授
に
よ
る
基
調
講
演
で
は
、

訴
訟
支
援
の
構
造
と
し
て
�
法
専
門

家
モ
デ
ル
�（
専
門
家
が
素
人
で
あ
る

依
頼
者
を
主
導
的
に
リ
ー
ド
す
る
関

与
形
態
・
人
々
が
抱
え
る
問
題
を
法

的
に
処
理
解
決
す
る
こ
と
で
足
り
る

と
す
る
）
と
�
対
人
援
助
（
関
係
志

向
）
モ
デ
ル
�（
専
門
家
が
当
事
者
を

援
助
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
当
事
者

が
紛
争
処
理
の
主
体
で
あ
る
と
い
う

点
を
重
視
す
る
関
与
形
態
・
依
頼
者

は
法
的
紛
争
と
同
時
に
法
以
外
の
経

済
的
、社
会
的
、人
間
関
係
的
な
様
々

な
問
題
を
抱
え
こ
ん
で
お
り
、
こ
う

し
た
問
題
全
体
に
対
し
て
法
的
知
識
、

技
能
を
中
核
と
し
た
全
般
的
な
ケ
ア

を
提
供
す
る
）
を
対
比
さ
せ
、
現
代

社
会
に
お
い
て
は
共
同
体
的
な
制

度
・
関
係
の
崩
壊
に
よ
り
、
過
剰
な

ニ
ー
ズ
と
も
い
う
べ
き
後
者
の
役
割

モ
デ
ル
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
説
く
。

司
法
改
革
が
も
た
ら
す
法
曹
人
口

の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
競
争
環
境
の

な
か
で
、
司
法
書
士
が
存
在
を
示
せ

る
ヒ
ン
ト
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
で
あ

る
。司

法
書
士
は
簡
裁
代
理
権
を
付
与

さ
れ
る
前
か
ら
、
書
類
作
成
や
法
的

助
言
を
し
な
が
ら
本
人
訴
訟
を
支
え

て
き
た
実
績
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
必

然
的
に
当
事
者
と
向
き
合
い
寄
り
添

う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

結
果
、
当
事
者
は
訴
訟
を
�
自
分
の

問
題
を
処
理
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
�
と

し
て
認
識
し
、
そ
う
し
た
過
程
を
通

じ
て
司
法
書
士
と
の
信
頼
関
係
を
築

第２２回日司連中央研修会
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い
て
き
た
の
で
あ
る
。

＊

司
法
書
士
が
簡
裁
代
理
権
を
取
得

し
た
現
在
、
さ
ら
に
市
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
法
律
家
た
る
た
め
に
は
一

般
的
な
裁
判
実
務
に
対
す
る
関
与
件

数
を
伸
ば
す
べ
き
で
あ
る
が
、
統
計

上
は
厳
し
い
数
字
に
な
っ
て
い
る
。

司
法
書
士
に
よ
る
裁
判
事
務
の
現
状

に
つ
い
て
は
、
加
藤
会
員
よ
り
統
計

結
果
を
駆
使
し
て
詳
細
な
報
告
と
分

析
が
あ
っ
た
。

平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
一
八
年

度
ま
で
の
司
法
書
士
に
よ
る
裁
判
所

提
出
書
類
の
作
成
件
数
（
本
人
訴
訟

を
含
む
）
は
九
万
件
前
後
か
ら
七
万

件
程
度
に
減
少
し
て
い
る
半
面
、
簡

裁
代
理
業
務
と
裁
判
外
和
解
手
続
等

は
平
成
一
五
年
の
そ
れ
ぞ
れ
六
�
〇

〇
〇
件
・
一
万
件
か
ら
年
々
倍
近
く

増
加
し
、
平
成
一
八
年
度
は
四
万
五

�
〇
〇
〇
件
・
二
〇
万
件
を
数
え
る

に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
簡
裁
代
理
業
務
と

裁
判
外
和
解
手
続
等
の
内
容
は
、（
全

国
的
な
統
計
を
取
っ
て
い
な
い
の

で
）
神
奈
川
県
会
の
裁
判
事
務
ア
ン

ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
に
よ
る
と
、
過

払
金
返
還
請
求
訴
訟
が
一
般
民
事
事

件
の
五
倍
、
任
意
整
理
に
基
づ
く
裁

判
外
の
和
解
交
渉
業
務
は
そ
の
他
一

般
事
件
の
交
渉
の
な
ん
と
三
四
倍
に

も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
消
費
者
事
件
は
一
般

民
事
事
件
に
比
較
し
て
論
点
が
明
確

で
あ
り
且
つ
報
酬
も
魅
力
で
あ
る
の

で
取
り
組
み
や
す
い
が
、
類
型
的
で

な
い
一
般
民
亊
事
件
は
認
定
を
受
け

た
と
は
い
え
裁
判
実
務
に
不
慣
れ
な

多
く
の
司
法
書
士
が
受
任
を
た
め
ら

っ
て
い
る
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。日

常
的
な
法
律
紛
争
に
関
し
て
は

適
切
な
研
修
・
自
己
研
鑽
に
よ
り
多

く
の
司
法
書
士
が
十
分
に
対
応
で
き

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
講
義
形
式
の

研
修
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
例
研
修
、

随
伴
研
修
、
共
同
受
託
制
度
の
確
立

等
に
よ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（O

n
th
e
Jo
b

T
rain
in
g

）
の
機
会
を
設
定
す
る

な
ど
、
日
司
連
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
各
司

法
書
士
会
挙
げ
て
裁
判
事
務
の
拡
充

発
展
に
取
り
組
む
べ
き
と
主
張
す
る
。

現
状
の
ま
ま
で
は
、
消
費
者
事
件

の
減
少
と
法
曹
人
口
の
増
大
に
よ
り
、

簡
裁
代
理
業
務
の
分
野
に
お
い
て
も

弁
護
士
の
参
入
に
よ
り
司
法
書
士
の

代
理
権
行
使
の
機
会
は
減
少
す
る
で

あ
ろ
う
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

＊

森
会
員
か
ら
は
こ
う
し
た
問
題
意

識
に
基
づ
き
、
大
阪
会
北
支
部
で
平

成
一
七
年
か
ら
始
め
て
い
る
法
律
相

談
員
養
成
ゼ
ミ
（
一
七
・
一
八
年
度

は
一
〇
〇
時
間
、
一
九
年
度
は
六
〇

時
間
）
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

相
談
過
誤
を
失
く
す
と
と
も
に
簡

裁
代
理
業
務
に
積
極
的
に
取
り
組
め

る
よ
う
に
、
生
の
事
件
を
扱
い
参
加

型
の
能
動
的
研
修
を
実
施
し
、
司
法

書
士
が
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
の

言
葉
で
裁
判
所
・
依
頼
者
に
発
信
で

き
る
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
目

的
に
し
て
い
る
。

売
買
・
貸
金
な
ど
八
つ
の
典
型
的

な
事
件
に
つ
い
て
、
事
情
聴
取
、
起

案
、
講
評
、
白
表
紙
（
即
日
起
案
）、

模
擬
裁
判
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
さ
な
が
ら
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の

実
現
を
図
っ
て
い
る
。

法
的
知
識
、
技
能
の
修
得
と
同
等

以
上
に
、
法
律
家
と
し
て
重
要
な
も

の
は
�
社
会
的
見
識
�
で
あ
り
�
一

般
常
識
�
で
あ
る
。
前
述
し
た
�
対

人
援
助
（
関
係
志
向
）
モ
デ
ル
�
に

も
通
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
森

会
員
が
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
た

の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

＊

長
年
に
亘
っ
て
培
っ
て
き
た
不
動

産
登
記
の
知
識
・
経
験
を
訴
訟
に
応

用
し
、不
動
産
事
件
に
つ
い
て
は�
登

記
�
も
�
訴
訟
�
も
司
法
書
士
、
と

い
う
専
門
性
の
確
立
が
ひ
と
つ
の
目

指
す
べ
き
方
向
性
で
は
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
法
制
度
の
不
備
も
含
め
乗
り

越
え
る
べ
き
課
題
は
多
い
と
痛
感
し

た
研
修
で
あ
っ
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

莅
戸

安
彦
）
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平
成
一
九
年
一
一
月
二
三
日

（
金
）
・
二
四
日
（
土
）
の
二
日
間
、

大
阪
の
天
満
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
日
司
連
主
催
の
平
成
一
九
年
消

費
者
問
題
対
応
実
務
セ
ミ
ナ
ー
が
行

わ
れ
た
。
以
下
、
当
研
修
で
行
わ
れ

た
こ
と
を
一
日
目
と
二
日
目
に
分
け

て
概
説
す
る
。

【
一
日
目
】

初
日
は
午
前
一
〇
時
よ
り
、
小
澤

吉
徳
会
員
（
静
岡
県
会
）
を
講
師
と

し
て
、�
改
正
貸
金
業
法
下
に
お
け

る
司
法
書
士
の
役
割
�
と
題
し
た
講

義
が
行
わ
れ
た
。
主
と
し
て
初
学
者

を
対
象
と
し
た
講
義
で
あ
っ
た
。
消

費
者
金
融
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
拡
大
と
そ

れ
に
伴
う
多
重
債
務
問
題
の
深
刻
化

が
、
世
論
の
後
押
し
も
受
け
て
、
上

限
金
利
の
引
下
げ
や
総
量
規
制
の
導

入
・
貸
金
業
務
の
適
正
化
を
柱
と
し

た
貸
金
業
法
の
改
正
へ
と
繋
が
っ
た
。

そ
し
て
今
後
、
地
方
自
治
体
で
設
置

さ
れ
る
相
談
窓
口
と
連
携
し
て
い
く

こ
と
や
、
ヤ
ミ
金
と
闘
い
ヤ
ミ
金
を

撲
滅
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
今
後
予
想

さ
れ
る
消
費
者
金
融
の
倒
産
に
つ
い

て
の
対
応
等
、
多
岐
に
渡
る
説
明
が

な
さ
れ
た
。

午
後
一
時
か
ら
は
、
日
司
連
の
西

村
昭
一
副
会
長
、
中
央
研
修
所
の
井

上
利
博
所
長
の
挨
拶
に
続
き
、
国
立

大
学
法
人
秋
田
大
学
医
学
部
・
医
学

部
長
の
本
橋
豊
氏
を
講
師
と
し
て
、

�
多
重
債
務
と
自
殺
�
に
つ
い
て
の

基
調
講
演
が
な
さ
れ
た
。
日
本
の
自

殺
率
は
先
進
諸
国
の
中
で
も
高
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
何
処

に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
健
康
問
題

な
の
か
、
そ
れ
と
も
経
済
的
な
問
題

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
問

題
は
二
者
択
一
で
考
え
る
問
題
で
は

な
く
、
複
合
的
に
要
因
が
絡
ま
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
自
殺
は
社
会
的

に
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
あ
り
、

原
因
の
一
つ
に
多
重
債
務
問
題
が
存

在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
司
法

書
士
と
医
師
が
連
携
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
こ
と
、
ま
た
う
つ
病
の
患
者

に
対
す
る
応
対
の
方
法
や
自
殺
対
策

基
本
法
に
つ
い
て
も
説
明
が
な
さ
れ

た
。そ

の
後
、
来
る
平
成
二
〇
年
九
月

に
大
阪
で
開
催
さ
れ
る
全
国
青
年
司

法
書
士
協
議
会
主
催
の
全
国
研
修
会

に
つ
い
て
主
管
引
受
先
で
あ
る
大
阪

青
年
司
法
書
士
会
か
ら
告
知
が
あ
り
、

そ
の
後
、
分
科
会
第
一
部
（
ク
レ
サ

ラ
入
門
Ⅰ
、
不
当
利
得
返
還
請
求
入

門
、
任
意
整
理
、
改
正
貸
金
業
法
Ⅰ
、

破
産
Ⅰ
、
消
費
者
教
育
Ⅰ
、
悪
質
商

法
対
策
Ⅰ
理
論
編
）
と
第
二
部
（
ク

レ
サ
ラ
入
門
Ⅱ
、
相
談
技
法
、
多
重

債
務
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
特
定
調
停
、
破

産
Ⅱ
、
消
費
者
教
育
Ⅱ
、
悪
質
商
法

対
策
Ⅱ
実
践
編
、
不
当
利
得
返
還
請

求
各
論
）
が
行
わ
れ
た
。
以
下
、
第

一
部
と
第
二
部
の
分
科
会
に
つ
い
て

は
、
筆
者
が
受
講
し
た
ク
レ
サ
ラ
入

門
Ⅰ
・
Ⅱ
（
講
師

黒
澤
賢
一
会

員
・
東
京
会
）
に
つ
い
て
報
告
す
る

こ
と
と
す
る
。

消費者問題対応実務セミナー

2007.11.23�24 大阪・天満研修センター
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ク
レ
サ
ラ
入
門
Ⅰ
で
は
、
相
談
時

の
注
意
点
、
債
権
調
査
、
事
件
の
各

手
続
へ
の
振
り
分
け
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
、
平
成
一
九
年
九
月
よ
り
信
用

情
報
機
関
の
運
用
が
改
善
さ
れ
た
点

等
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
た
。
続
け

て
、
ク
レ
サ
ラ
入
門
Ⅱ
で
は
、
任
意

整
理
・
特
定
調
停
・
民
事
再
生
・
破

産
と
い
っ
た
各
手
続
に
つ
い
て
の
説

明
が
な
さ
れ
た
。
任
意
整
理
で
は
、

時
の
経
過
と
共
に
支
払
い
が
困
難
に

な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
確
実
な
収

入
を
ベ
ー
ス
に
各
業
者
へ
の
返
済
月

額
を
少
な
め
に
設
定
す
る
こ
と
や
期

限
の
利
益
喪
失
約
款
に
つ
い
て
の
可

否
、
過
払
い
債
権
が
あ
る
場
合
で
民

事
再
生
を
申
し
立
て
る
場
合
の
注
意

点
、
破
産
手
続
に
つ
い
て
の
東
京
地

方
裁
判
所
の
運
用
等
、
実
例
を
交
え

て
様
々
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
な
さ
れ
た
。

そ
し
て
午
後
六
時
三
〇
分
、
一
日
目

は
閉
幕
し
た
。

【
二
日
目
】

一
日
目
に
続
き
、第
三
分
科
会（
改

正
貸
金
業
法
Ⅱ
、
不
当
利
得
返
還
請

求
入
門
、
個
人
民
事
再
生
手
続
前
編
、

ヤ
ミ
金
、
法
人
破
産
、
悪
質
商
法
対

策
Ⅰ
）
と
第
四
分
科
会
（
相
談
技
法
、

不
当
利
得
返
還
請
求
各
論
、
個
人
民

事
再
生
手
続
後
編
、
利
息
計
算
の
手

法
、
任
意
整
理
、
悪
質
商
法
対
策
Ⅱ
、

生
活
保
護
）
に
分
か
れ
、
各
講
義
が

行
わ
れ
た
。

そ
の
中
で
、
受
講
し
た
個
人
民
事

再
生
手
続
（
講
師

成
瀬
耕
一
会

員
・
富
山
県
会
）
に
つ
い
て
報
告
す

る
。受

講
者
数
は
約
九
〇
名
。
い
わ
ゆ

る
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
若
手
ま
で
受
講
者

層
の
厚
さ
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

ま
ず
初
め
に
、
個
人
民
事
再
生
手

続
が
創
設
さ
れ
た
背
景
、
他
の
債
務

整
理
に
関
す
る
法
制
度
と
の
差
異
な

ど
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。
手

続
き
に
関
し
て
は
、
申
立
前
の
打
合

せ
の
段
階
か
ら
再
生
計
画
案
確
定
ま

で
順
を
追
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
小
規
模
個
人
再
生
と
給

与
所
得
者
等
再
生
で
は
、
申
立
後
の

手
続
き
間
の
乗
り
換
え
が
法
制
度
上

用
意
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
申
立
後

に
他
方
へ
の
乗
り
換
え
が
必
要
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
一
旦
取
り
下
げ
る

こ
と
に
な
る
な
ど
、
手
続
き
選
択
の

際
に
慎
重
を
要
す
る
点
や
申
立
前
の

事
前
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性

が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
給
与
所
得

者
等
再
生
の
収
入
要
件
の
う
ち
、�
そ

の
額
の
変
動
の
幅
が
小
さ
い
�
と
い

う
要
件
が
あ
る
が
、何
を
も
っ
て�
変

動
の
幅
が
小
さ
い
�
と
判
断
す
る
か

非
常
に
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
�
年
収
ベ
ー
ス

で
五
分
の
一
程
度
の
変
動
幅
で
あ
れ

ば
小
さ
い
と
さ
れ
る
�。
ま
た
、
実

際
の
相
談
事
案
で
散
見
さ
れ
る
、
現

在
は
無
収
入
で
あ
る
が
再
就
職
が
決

ま
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
の
場
合

に
再
生
が
利
用
で
き
る
か
に
つ
い
て

は
、�
収
入
の
見
込
み
が
あ
れ
ば
よ

く
、
申
立
の
時
点
で
無
職
で
あ
っ
て

も
内
定
通
知
書
な
ど
の
疎
明
資
料
が

あ
れ
ば
、再
生
申
立
が
可
能
で
あ
る
�。

清
算
価
値
保
障
に
つ
い
て
、
破
産
法

の
自
由
財
産
が
拡
張
さ
れ
た
こ
と
で

個
人
再
生
手
続
き
上
の
清
算
価
値
に

影
響
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、�
影
響
は
な
く
従
来
ど
お
り
の

運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
�
な
ど
、
実

務
で
の
有
用
な
目
安
を
紹
介
さ
れ
た
。

�
再
生
計
画
案
確
定
後
の
チ
ェ
ッ

ク
機
能
が
裁
判
所
に
は
な
く
、
司
法
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書
士
が
関
与
す
る
必
要
性
が
あ
る
�

と
、
司
法
書
士
が
申
立
後
も
依
頼
者

と
の
関
係
を
維
持
し
、
積
極
的
に
生

活
再
建
に
関
与
す
る
必
要
性
が
高
い

と
語
る
成
瀬
講
師
の
姿
に
は
、
法
律

職
能
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
感
じ
、

非
常
に
共
感
で
き
た
。

講
義
終
了
後
、受
講
者
に
対
し�
な

ぜ
こ
の
講
座
を
選
ん
だ
の
か
�
と
い

う
質
問
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、�
受

任
事
件
に
お
け
る
多
重
債
務
事
件
数

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
現
状
か

ら
、
債
務
整
理
の
選
択
肢
と
し
て
個

人
再
生
手
続
の
重
要
性
を
改
め
て
思

い
至
っ
た
��
個
人
民
事
再
生
手
続

き
が
で
き
た
直
後
に
学
ん
で
以
降
、

し
ば
ら
く
再
生
申
立
を
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
最
新
情
報
が
欲
し
か
っ

た
��
今
ま
で
再
生
を
利
用
し
た
こ

と
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
機
に
積
極

的
に
再
生
事
件
も
取
り
扱
え
る
よ
う

に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
た
い
�
と
い
っ

た
日
常
業
務
に
お
け
る
必
要
性
を
挙

げ
る
人
が
多
か
っ
た
。

成
瀬
講
師
自
ら
が
個
人
再
生
を
扱

う
中
で
生
じ
た
疑
問
を
裁
判
所
へ
確

認
し
得
ら
れ
た
回
答
を
紹
介
す
る
な

ど
、
実
践
を
ベ
ー
ス
に
し
た
講
義
は

非
常
に
リ
ア
ル
で
わ
か
り
や
す
く
、

私
自
身
疑
問
に
思
っ
て
い
た
論
点
へ

の
回
答
を
提
示
し
て
も
ら
え
る
大
変

充
実
し
た
講
義
で
あ
っ
た
。
他
の
受

講
者
も
同
様
に
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
受
講
者
の
真
剣
な
受
講
態
度

が
自
ず
と
物
語
っ
て
い
た
よ
う
に
思

う
。

（
月
報
発
行
委
員
会

松
本

尚

西
山

弓
子
）

５０司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.2



二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
五
日（
日
）

エ
ル
・
お
お
さ
か
（
大
阪
府
立
労
働

セ
ン
タ
ー
）
七
階
会
議
室
に
て
、�
全

青
司
憲
法
討
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
�＆�
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
の
制
定
を
求

め
る
緊
急
集
会
�が
開
催
さ
れ
た（
主

催
�
全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会

後
援
�
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
）。

�
全
青
司
憲
法
討
論
フ
ォ
ー
ラ

ム
�
で
は
、
全
青
司
憲
法
委
員
会
が

憲
法
の
現
場
を
取
材
し
た
結
果
を
会

場
に
報
告
し
、
憲
法
上
の
問
題
点
や

全
青
司
の
取
組
み
方
な
ど
を
討
論
す

る
こ
と
、
ま
た
�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

基
本
法
の
制
定
を
求
め
る
緊
急
集

会
�
で
は
、
終
身
絶
対
強
制
隔
離
政

策
を
合
法
化
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対

す
る
差
別
偏
見
を
下
支
え
し
て
き
た

各
法
律
や
、
高
齢
者
と
な
っ
た
回
復

者
の
現
状
を
知
り
、
今
な
ぜ
ハ
ン
セ

ン
病
問
題
基
本
法
の
制
定
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
、
私
た
ち
が
司
法
書

士
と
し
て
回
復
者
の
人
生
最
後
の
闘

い
を
共
に
闘
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
を
目
的
に

開
か
れ
た
。

全
青
司
副
会
長
稲
本
信
広
氏
よ
り
、

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
つ
い
て
反
省
と

謝
罪
を
表
明
し
た
国
が
、
今
な
お
被

害
者
や
そ
の
家
族
の
人
権
回
復
・
社

会
復
帰
の
た
め
の
具
体
的
な
政
策
を

講
じ
て
い
な
い
中
で
、
こ
の
問
題
に

ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
か
議
論
を
し

て
い
き
た
い
と
の
開
会
挨
拶
の
後
、

第
一
講
で
は
全
青
司
憲
法
委
員
会
委

員
長
澤
田
章
仁
氏
よ
り
憲
法
委
員
会

の
活
動
報
告
が
な
さ
れ
た
。
第
二
講

は
沖
縄
愛
楽
園
証
言
集
編
集
事
務
局

辻
央
（
つ
じ

あ
き
ら
）
研
究
員
よ

り
、
報
告
・
ス
ラ
イ
ド
上
映
、
第
三

講
で
は
琉
球
大
学
森
川
恭
剛
教
授
の

講
演
が
行
わ
れ
た
。

澤
田
氏
は
、
全
青
司
憲
法
委
員
会

が
活
動
を
始
め
て
か
ら
二
年
間
、
沖

縄
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
憲
法
問

題
の
現
場
を
取
材
し
て
き
た
こ
と
を

述
べ
、
今
回
は
ハ
ン
セ
ン
病
基
本
法

の
制
定
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
中
、

委
員
会
が
取
材
し
た
熊
本
の
菊
池
恵

楓
園
を
取
り
上
げ
、
ハ
ン
セ
ン
病
の

歴
史
、
人
権
を
無
視
さ
れ
続
け
て
き

た
療
養
所
で
の
入
所
者
の
生
活
な
ど

が
�
人
間
の
尊
厳
〜
そ
の
過
去
と
現

在
�
と
題
し
た
ス
ラ
イ
ド
形
式
で
報

告
さ
れ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
に
は
大
き

く
二
つ
の
特
徴
的
な
問
題
が
あ
る
。

優
性
政
策
と
隔
離
政
策
の
問
題
だ
。

委
員
会
で
は
今
回
は
、
特
に
隔
離
政

策
に
着
目
し
て
取
材
を
行
っ
た
。
隔

離
政
策
に
よ
っ
て
被
害
者
の
人
間
と

し
て
の
尊
厳
を
奪
い
、
ま
た
被
害
者

の
姿
を
隠
し
、
見
え
な
く
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
の
、
つ
ま
り
私
た

ち
の
問
題
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を

欠
如
さ
せ
、
そ
れ
が
無
関
心
や
無
理

解
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
司
法
書
士

と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
は
、

隔
離
政
策
に
よ
っ
て
絶
た
れ
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
復
活
が
必
要
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
、
ま
ず
は
相
談

活
動
の
継
続
が
大
切
だ
と
訴
え
た
。

辻
氏
か
ら
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月

に
発
刊
さ
れ
た
沖
縄
愛
楽
園
証
言
集

の
内
容
に
つ
い
て
�
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
に
お
け
る
聴
き
取
り
調
査
を
終

え
て
�
と
題
し
て
愛
楽
園
の
歴
史
と

と
も
に
報
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
証

言
集
は
入
所
者
を
含
む
一
九
七
名
と

調
査
員
一
一
一
人
が
五
年
半
の
歳
月

を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
も
の
だ
。
聴

き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

2007.11.25
大阪・エル・おおさか

�全青司憲法討論フォーラム�＆
�ハンセン病問題基本法の制定を求める緊急集会�
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っ
た
理
由
の
一
つ
に
一
九
九
八
年
に

提
訴
さ
れ
た
�
ら
い
予
防
法
違
憲
国

賠
訴
訟
�
の
問
題
が
あ
る
。
二
〇
〇

一
年
五
月
原
告
に
は
勝
訴
判
決
が
出

さ
れ
た
が
、
判
決
で
は
、
本
土
復
帰

す
る
前
の
沖
縄
は
二
七
年
間
ア
メ
リ

カ
の
統
治
下
に
あ
り
本
土
の
ハ
ン
セ

ン
病
政
策
と
は
異
な
る
経
緯
を
た
ど

っ
た
た
め
、
本
土
復
帰
前
の
沖
縄
に

お
け
る
被
害
を
本
土
の
同
時
期
の
被

害
と
同
視
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
国
賠
訴
訟
に
お
け
る
被
害

の
認
定
や
賠
償
額
の
算
定
に
大
き
く

影
響
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
も
、

沖
縄
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
の

被
害
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
だ
。
辻
氏
は
、
沖
縄
に
お

け
る
隔
離
政
策
の
実
態
を
検
証
し
、

反
省
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
度

と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
訴
え

た
。森

川
教
授
は
、�
ハ
ン
セ
ン
病
差

別
被
害
の
法
的
研
究
�
法
律
が
下
支

え
し
て
き
た
ハ
ン
セ
ン
病
の
終
身
強

制
隔
離
政
策
と
法
律
の
信
頼
回
復
の

た
め
に
�
と
題
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病

問
題
の
歴
史
的
経
緯
や
、
熊
本
地
裁

判
決
の
意
義
と
残
さ
れ
た
課
題
に
つ

い
て
解
説
さ
れ
た
。
本
土
復
帰
前
の

沖
縄
に
お
い
て
の
隔
離
政
策
の
実
態

は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
沖
縄
も

本
土
と
同
様
又
は
そ
れ
以
上
に
過
酷

な
状
況
に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
、
判

決
後
の
運
動
で
国
と
の
間
で
獲
得
し

た
事
項
を
法
律
に
明
文
化
し
た
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
基
本
法
の
制
定
の
必
要

性
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
。

第
四
講
と
し
て
�
憲
法
問
題
・
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
と
全
青
司
の
取
組
み

に
つ
い
て
�
を
テ
ー
マ
に
、
パ
ネ
ラ

ー
に
早
稲
田
大
学
水
島
朝
穂
教
授
、

琉
球
大
学
森
川
恭
剛
教
授
、
証
言
集

編
集
事
務
局
辻
央
氏
、
全
国
退
所
者

原
告
団
（
全
退
連
）
代
表
伊
藤
武
雄

氏
を
迎
え
、
憲
法
委
員
会
委
員
西
山

弓
子
氏
、
同
委
員
長
澤
田
章
仁
氏
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
パ
ネ
ル
・
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
た
。

伊
藤
氏
は
全
退
連
組
織
化
の
経
緯

や
現
在
に
い
た
る
国
と
の
闘
い
に
つ

い
て
語
ら
れ
、
全
国
に
約
一
�
四
〇

〇
人
い
る
退
所
者
が
療
養
所
を
利
用

す
る
た
め
に
、
健
康
保
険
を
使
え
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
市
民
も
利

用
で
き
る
開
か
れ
た
療
養
所
と
す
る

た
め
に
は
�
ら
い
予
防
法
廃
止
法
�

が
障
害
と
な
る
の
で
、
廃
止
法
を
廃

止
し
て
�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本

法
�
を
早
急
に
制
定
す
る
運
動
の
必

要
性
を
強
く
訴
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

森
川
教
授
は
、�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

基
本
法
�
制
定
に
際
し
、
特
に
療
養

所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

体
や
地
域
住
民
の
施
設
利
用
を
認
め

る
こ
と
で
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
の
象
徴

か
ら
差
別
克
服
の
場
所
に
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
と
提
言
さ
れ
た
。
水

島
教
授
は
、�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基

本
法
�
が
、
憲
法
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
国
の
理
念
と
方
向
と
な
に
よ
り

も
そ
の
国
の
形
を
示
す
目
的
で
作
ら

れ
た
戦
後
初
期
型
の
�
基
本
法
�
の

よ
う
に
、
憲
法
に
準
ず
る
重
い
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
述
べ

ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は
国
家
が
明
確

に
謝
罪
し
た
上
で
、
二
度
と
過
ち
を

繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
抑
止
効
果
の

あ
る
�
基
本
法
�
を
制
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
。

第
五
講
で
は
、
水
島
教
授
よ
り
基

調
総
括
講
演
が
行
わ
れ
た
。
法
政
策

論
の
立
場
か
ら
、
法
律
は
議
会
が
作

る
も
の
だ
が
、
市
民
が
法
の
世
界
を

動
か
す
こ
と
は
で
き
る
。
市
民
の
力

で
�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
�
を

憲
法
理
念
を
具
体
化
す
る
真
の
意
味

で
の
基
本
法
に
し
よ
う
と
呼
び
か
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
市
民
が
中
心
と

な
っ
て
戦
略
的
に
中
身
の
濃
い
法
律

を
作
る
、
そ
の
手
伝
い
が
司
法
書
士

に
は
で
き
る
は
ず
だ
。
司
法
書
士
法

第
一
条
に
あ
る
�
権
利
の
保
護
�
の

観
点
か
ら
も
�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基

本
法
�
制
定
に
つ
い
て
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
欲
し
い
、
と
激
励
さ
れ
た
。

最
後
に
�
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本

法
の
制
定
を
求
め
る
緊
急
集
会
ア
ピ

ー
ル
�
を
満
場
一
致
で
採
択
し
た
。

全
青
司
会
長
伊
見
真
希
氏
よ
り
、�
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
は
法
律
が
差
別
・
偏

見
の
下
支
え
を
し
て
き
た
事
実
を
法

律
家
と
し
て
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い

う
問
題
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

今
回
の
集
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

人
た
ち
の
、
連
帯
の
新
し
い
一
歩
と

な
っ
て
欲
し
い
�
と
の
閉
会
挨
拶
が

な
さ
れ
、
集
会
を
終
了
し
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

杉
坂

美
由
紀
）
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平
成
一
九
年
度
第
三
回
臨
時
全
国

会
長
会
が
一
一
月
二
七
日
、
二
八
日

の
両
日
開
催
さ
れ
た
。

【
一
日
目
】

一
三
時
に
開
会
さ
れ
、
ま
ず
日
司

連
佐
藤
会
長
が
、
行
政
書
士
会
と
の

商
業
・
法
人
登
記
に
関
す
る
協
議
の

説
明
、
自
民
党
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
、
各
司
法
書
士

会
の
総
会
で
会
則
改
正
に
つ
い
て
決

議
を
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
自
立
し

て
自
治
を
守
る
た
め
の
会
則
改
正
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
含
め
な
が
ら
挨
拶

を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
議
長
を
大
分
県
会
会
長
、

副
議
長
を
香
川
県
会
会
長
と
島
根
県

会
会
長
、
議
事
録
署
名
人
に
青
森
県

会
会
長
を
選
任
し
、
報
告
事
項
に
入

っ
た
。

�
報
告
�

�
戸
籍
法
の
改
正
、
申
請
書
様
式
に

つ
い
て
は
未
定
で
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
た
。

�
日
弁
連
と
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
い

わ
ゆ
る
一
四
〇
万
円
問
題
の
協
議
に

つ
い
て
報
告
が
さ
れ
、
今
後
も
協
議

を
続
け
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

�
報
酬
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を

一
二
月
四
日
を
目
処
に
実
施
す
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。

�
裁
判
業
務
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
説
明
が
さ
れ
た
。

�
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
、
書
類
作
成
に
お
け
る
支
援
が
予

定
を
下
回
っ
て
い
る
た
め
、
今
後
支

援
を
強
化
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

ま
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
法
的
支
援
を
年

明
け
一
月
か
ら
三
月
に
行
う
こ
と
が

説
明
さ
れ
た
。

�
司
法
過
疎
対
策
に
つ
い
て
は
、
日

司
連
顧
問
の
藤
田
耕
三
氏
を
招
い
て
、

一
二
月
八
日
に
全
国
規
模
の
司
法
過

疎
対
策
担
当
者
会
議
を
実
施
す
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
た
。

�
官
公
署
の
許
認
可
取
消
等
の
不
利

益
処
分
手
続
き
に
つ
い
て
、
行
政
書

士
が
聴
聞
等
の
手
続
き
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
改
正
案
に
つ
い
て
説
明
が

さ
れ
た
。

�
新
し
い
認
証
局
が
一
一
月
一
日
よ

り
運
用
を
開
始
し
、
カ
ー
ド
を
発
行

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
現
在
の

新
規
申
込
み
、
切
替
申
込
み
に
つ
い

て
報
告
が
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

の
登
録
免
許
税
軽
減
に
あ
た
り
、
順

次
カ
ー
ド
発
行
事
務
を
進
め
て
い
る

こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ー

ド
を
破
損
し
た
と
き
の
再
発
行
が
で

き
る
か
と
い
う
質
問
に
は
、
急
い
で

再
発
行
が
可
能
か
は
ま
だ
検
討
し
て

い
な
い
、
予
備
カ
ー
ド
の
発
行
は
考

え
て
い
な
い
と
回
答
さ
れ
た
。

	
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
現
在
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
、
士
業
で
認
証
を
受
け
た
の
は
、

大
阪
と
京
都
の
弁
護
士
会
で
あ
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。



林
野
庁
及
び
全
国
森
林
組
合
連
合

会
の
ご
担
当
者
か
ら
森
林
施
業
の
取

平成１９年度第３回臨時全国会長会
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組
み
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
今
後
、

相
続
対
象
の
山
の
位
置
が
不
明
で
相

続
登
記
が
進
ま
な
い
場
合
は
、
有
料

だ
が
森
林
組
合
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が

で
き
る
の
で
活
用
を
す
る
こ
と
、
司

法
書
士
は
相
続
の
と
き
必
要
に
応
じ

て
森
林
組
合
の
説
明
を
す
る
こ
と
等

取
組
み
の
連
携
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

た
。

�
事
件
割
会
費
の
廃
止
と
改
正
案
に

つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

�
議
事
�

司
法
書
士
会
が
定
め
る
�
依
頼
者

等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
規
程
基

準
案
�
に
つ
い
て
質
疑
応
答
が
さ
れ
、

今
後
意
見
交
換
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
議
論
さ
れ
た
。

【
二
日
目
】

午
前
一
〇
時
よ
り
、�
本
人
確
認

等
に
関
す
る
司
法
書
士
会
会
則
一
部

改
正
�
に
関
す
る
全
国
の
司
法
書
士

会
の
動
向
が
報
告
さ
れ
た
。
釧
路
会
、

秋
田
県
会
、東
京
会
、千
葉
会
、
茨
城

会
、
山
梨
県
会
、長
野
県
会
、富
山
県

会
、
兵
庫
県
会
、
滋
賀
県
会
、
広
島

会
な
ど
で
い
ち
早
く
可
決
さ
れ
る
中
、

大
阪
会
、
和
歌
山
県
会
で
否
決
さ
れ
、

函
館
会
、
熊
本
県
会
で
は
継
続
会
と

す
る
な
ど
、
採
択
の
状
況
は
全
国
で

ば
ら
つ
き
が
あ
る
状
態
で
あ
る
。
多

く
の
司
法
書
士
会
は
、
一
一
月
下
旬

か
ら
一
二
月
上
旬
に
総
会
開
催
が
予

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
採
択
の
行
方

が
注
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
執
行
部
か
ら
、
き

っ
か
け
は
と
も
か
く
、
現
在
の
認
識

と
し
て
は
、
も
は
や
、
今
回
の
会
則

改
正
は
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施

行
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
主
た

る
目
的
は
、
法
律
家
と
し
て
の
責
任

を
明
確
化
し
、
会
員
に
も
執
務
基
準

を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ

た
。
ま
た
、
で
き
れ
ば
全
国
一
斉
に

会
則
改
正
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

全
国
の
採
択
状
況
を
鑑
み
、
遅
く
と

も
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
施
行
日
ま

で
に
は
順
次
改
正
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
は
、
司
法
書
士
に
対
し
て

は
何
ら
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
は
司
法
書
士
が
内
部
で
会
則
改
正

を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
評

価
さ
れ
、
司
法
書
士
自
治
に
期
待
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

会
則
に
本
人
確
認
等
に
関
す
る
規

程
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
該
当
事

案
が
発
覚
し
た
と
き
に
、
ま
ず
、
司

法
書
士
会
が
当
該
事
案
に
つ
い
て
会

則
に
違
反
す
る
か
否
か
調
査
し
、
違

反
の
事
実
が
あ
れ
ば
懲
戒
処
分
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
本

人
確
認
等
に
関
す
る
明
文
の
規
程
が

な
け
れ
ば
、
司
法
書
士
会
が
調
査
す

る
こ
と
な
く
、
法
務
局
か
ら
い
き
な

り
懲
戒
処
分
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
得
る
。
執
行
部
か
ら
は
、

だ
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
会
則
改
正
は

早
急
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
説
明
が

繰
り
返
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
会
則
及
び
規
程
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
懲
戒

に
対
す
る
免
責
と
な
る
の
か
、
犯
罪

収
益
移
転
防
止
法
と
無
関
係
で
あ
る

の
で
あ
れ
ば
何
故
こ
の
時
期
に
急
い

で
会
則
改
正
な
の
か
、
な
ど
の
質
問

が
全
国
の
会
長
か
ら
相
次
い
だ
。

こ
れ
を
受
け
、
執
行
部
か
ら
は
、

佐
藤
会
長
の
会
長
声
明
を
も
と
に
提

案
理
由
（
①
本
人
確
認
義
務
違
反
に

よ
る
懲
戒
処
分
の
多
発
、
②
オ
ン
ラ

イ
ン
登
記
申
請
の
利
用
促
進
、
③
犯

罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施
行
等
へ
の

対
応
）
の
詳
細
な
説
明
が
あ
り
、
犯

罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施
行
に
伴
い
、

自
ら
会
則
を
律
す
る
こ
と
が
自
治
権

の
獲
得
に
も
繋
が
る
と
の
説
明
が
あ

っ
た
。
な
お
、
執
務
の
Ｑ
＆
Ａ
に
関

し
て
も
、
一
次
版
を
平
成
一
九
年
一

二
月
中
に
は
配
布
し
た
い
と
の
回
答

が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
会
則
改
正
は
総
会
の
決
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議
事
項
で
あ
る
も
の
の
、
規
程
基
準

に
つ
い
て
は
各
会
の
理
事
会
の
承
認

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
日
司
連

か
ら
統
一
的
な
規
程
基
準
を
示
す
こ

と
は
好
ま
し
く
な
い
と
の
意
見
に
つ

き
、
執
行
部
か
ら
は
、
全
国
一
律
の

規
程
で
な
け
れ
ば
統
一
的
な
運
用
が

な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

運
用
に
関
し
て
は
日
司
連
が
関
係
機

関
と
の
協
議
を
行
な
う
な
ど
の
体
制

を
整
え
る
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き

た
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

執
行
部
よ
り
、
日
司
連
役
員
選
挙

に
つ
き
、
次
期
の
役
員
改
選
時
よ
り

予
選
制
度
・
直
接
選
挙
を
採
用
す
る

こ
と
を
含
め
検
討
し
て
い
る
と
の
報

告
が
な
さ
れ
た
。

執
行
部
か
ら
、
本
年
度
総
会
決
議

を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結
果
、�
司

法
書
士
の
名
称
を
変
更
す
べ
き
で
あ

り
、
名
称
の
最
有
力
候
補
名
は
�
法

務
士
�
と
す
る
�
と
の
趣
意
が
表
明

さ
れ
、
継
続
協
議
し
て
い
き
た
い
と

の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

執
行
部
か
ら
、
不
動
産
登
記
の
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
利
用
促
進
等
の
た
め

の
改
善
策
に
つ
い
て
、
①
添
付
書
面

別
送
方
式
の
採
用
、
②
登
記
識
別
情

報
の
通
知
・
証
明
事
務
に
つ
い
て
の

改
善
、
③
登
記
識
別
情
報
を
提
供
で

き
な
い
正
当
事
由
の
追
加
に
つ
い
て

の
要
綱
案
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ

れ
た
。
会
長
会
開
催
時
点
で
は
、
登

記
識
別
情
報
の
提
供
は
オ
ン
ラ
イ
ン

で
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
登
記
識
別
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
理
由
に
�
不
動
産
の
取
引
を
円
滑

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
が
あ

る
場
合
�
が
追
加
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
人
確
認
情

報
を
提
供
し
た
登
記
申
請
の
重
要
性

が
一
層
増
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

佐
藤
会
長
の
総
括
の
後
、
午
後
三

時
、
会
長
会
は
閉
会
し
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

�
木
美
矢
子

赤
松

茂
）
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平
成
一
九
年
一
一
月
三
〇
日（
金
）、

午
後
二
時
か
ら
大
阪
市
中
央
区
の
朝

日
生
命
ホ
ー
ル
に
お
い
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
�
多
重
債
務
者
向
け
相
談
窓
口

の
整
備
に
向
け
て
�（
主
催
金
融
庁
、

後
援
内
閣
府
、
総
務
省
、
日
本
弁
護

士
連
合
会
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合

会
）
が
開
催
さ
れ
た
。

現
在
、
多
重
債
務
問
題
は
深
刻
な

社
会
問
題
で
あ
る
が
、
多
重
債
務
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
方
、
陥
り
そ
う
に

な
っ
て
い
る
方
に
と
っ
て
、
最
も
身

近
な
地
方
自
治
体
の
相
談
窓
口
で
、

丁
寧
に
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
え
る
こ

と
が
問
題
解
決
の
糸
口
と
な
る
。

内
閣
に
設
け
ら
れ
た
多
重
債
務
者

対
策
本
部
で
は
、
平
成
一
九
年
一
二

月
一
〇
日
か
ら
一
六
日
ま
で
を
�
全

国
一
斉
多
重
債
務
者
相
談
ウ
ィ
ー

ク
�
と
し
て
全
国
の
都
道
府
県
で
多

重
債
務
者
を
対
象
と
し
た
無
料
相
談

会
を
開
催
し
た
が
、
そ
れ
に
先
駆
け

地
方
自
治
体
に
お
け
る
相
談
対
応
へ

の
取
り
組
み
状
況
や
今
後
の
課
題
、

さ
ら
に
は
多
重
債
務
問
題
へ
の
取
り

組
み
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
に
周

知
す
る
た
め
の
開
催
と
な
っ
た
。

大
阪
会
場
で
は
、
各
地
方
自
治
体

の
行
政
職
員
を
中
心
に
約
一
五
〇
名

の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
な
お
、
一
二

月
四
日
仙
台
、
一
二
月
五
日
名
古
屋
、

一
二
月
六
日
福
岡
に
お
い
て
、
こ
の

大
阪
会
場
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
模

様
の
Ｖ
Ｔ
Ｒ
放
映
、
講
演
会
、
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

〈
挨
拶
〉

冒
頭
、
金
融
庁
総
務
企
画
局
信
用

制
度
参
事
官
遠
藤
俊
英
氏
よ
り
挨
拶

が
あ
っ
た
。
同
参
事
官
室
は
貸
金
業

法
の
改
正
を
担
っ
た
部
署
で
あ
る
が
、

�
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
作
る
自
分
た

ち
の
仕
事
が
い
っ
た
い
社
会
に
ど
の

程
度
役
に
立
つ
か
顔
が
見
え
な
い
と

き
が
あ
る
が
、
こ
の
多
重
債
務
問
題

は
市
町
村
、
都
道
府
県
、
弁
護
士
団

体
、
司
法
書
士
団
体
な
ど
様
々
な
関

係
者
と
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
や
っ
て

い
る
仕
事
が
ま
さ
に
現
場
に
お
い
て

多
重
債
務
問
題
や
自
殺
問
題
に
対
し

て
非
常
に
社
会
に
役
に
立
っ
て
い
る

こ
と
を
実
感
で
き
た
�
と
述
べ
ら
れ

た
。

〈
基
調
講
演
〉

京
都
府
京
丹
後
市
長
中
山
泰
氏
よ

り
基
調
講
演
が
あ
っ
た
。
平
成
一
九

年
四
月
、
京
丹
後
市
は
、�
自
殺
の

な
い
ま
ち
�、�
誰
も
が
安
心
し
て
暮

2007.11.30
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ら
せ
る
ま
ち
�
を
目
指
し
、
一
六
団

体
か
ら
な
る
�
自
殺
ゼ
ロ
実
現
推
進

協
議
会
�
を
設
置
し
た
。
弁
護
士
会
、

司
法
書
士
会
等
か
ら
の
働
き
か
け
も

あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
あ
る
男
性
か

ら
奄
美
市
の
市
民
課
へ
送
ら
れ
て
き

た
�
私
の
命
を
助
け
て
く
れ
て
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
�
と

い
う
年
賀
状
に
感
銘
を
受
け
、
行
政

で
自
殺
対
策
に
取
り
組
も
う
と
の
決

意
を
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

自
殺
に
は
多
く
の
原
因
が
総
合
的

に
絡
ま
っ
て
お
り
、
社
会
全
体
と
の

か
か
わ
り
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
出

口
を
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
失
っ
て
自

殺
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
公
共
の
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る

行
政
が
謙
虚
に
な
っ
て
、
一
番
か
細

く
な
っ
て
い
る
命
を
�
誰
一
人
と
し

て
見
捨
て
な
い
�
と
し
て
し
っ
か
り

支
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

根
っ
こ
が
ゆ
が
め
ば
そ
の
上
の

�
ま
ち
づ
く
り
�
も
空
虚
な
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
。
命
の
福
祉
の
問
題

は
、
社
会
の
発
展
の
命
運
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
。
自
殺
対
策
は
試
行

錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
全
員
プ
レ
イ
で

や
っ
て
い
る
が
、
真
の
社
会
の
活
性

化
の
た
め
奄
美
市
や
野
洲
市
な
ど
の

取
り
組
み
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
く

こ
と
を
祈
念
す
る
と
締
め
括
ら
れ
た
。

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉

一
部
�
相
談
窓
口
の
設
置
に
向
け

た
自
治
体
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
�、

二
部
�
質
問
を
中
心
に
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
�
と
し
て
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
共
同
通
信
社
編
集
局
経
済
部

記
者
井
手
壮
平
氏
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に

日
弁
連
多
重
債
務
対
策
本
部
事
務
局

長
新
里
宏
二
氏
、
日
司
連
理
事
多
重

債
務
問
題
対
策
部
部
長
小
澤
吉
徳
氏
、

中
日
新
聞
編
集
局
生
活
部
記
者
白
井

康
彦
氏
、
奄
美
市
役
所
市
民
福
祉
部

市
民
課
主
幹
兼
市
民
生
活
係
長
禧
久

孝
一
氏
、
野
洲
市
市
民
健
康
福
祉
部

市
民
課
消
費
生
活
相
談
員
生
水
裕
美

氏
が
登
壇
し
た
。

一
部
の
冒
頭
で
、
新
里
氏
よ
り
改

正
貸
金
業
法
成
立
の
経
緯
、
小
澤
氏

よ
り
日
司
連
が
作
成
し
た
行
政
の
相

談
窓
口
の
た
め
の
多
重
債
務
問
題
相

談
支
援
ツ
ー
ル
と
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

�
人
生
は
や
り
直
せ
る
�、
消
費
者

教
育
の
た
め
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
紹
介
、
白

井
氏
か
ら
は
新
聞
記
事
の
紹
介
、
相

談
を
呼
び
込
む
こ
と
の
必
要
性
や
家

計
管
理
の
重
要
性
、
禧
久
氏
か
ら
は

新
聞
記
事
を
見
て
大
分
県
か
ら
電
話

を
か
け
て
き
た
女
性
か
ら
の
相
談
の

紹
介
、
生
水
氏
か
ら
は
野
洲
市
の
市

民
相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
紹
介
の
後
、

活
発
な
論
議
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

禧
久
氏
へ
電
話
し
て
き
た
大
分
の
女

性
は
、
二
三
年
間
返
済
を
続
け
、
収

入
は
五
万
五
�
〇
〇
〇
円
の
年
金
の

み
。
返
済
金
の
三
万
六
�
〇
〇
〇
円

を
差
し
引
く
と
一
万
九
�
〇
〇
〇
円

で
生
活
す
る
し
か
な
く
、
死
に
場
所

を
探
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
相
談

を
受
け
て
三
〇
分
後
に
は
弁
護
士
を

紹
介
し
た
が
、
そ
の
女
性
は
�
ず
っ

と
二
〇
年
以
上
悩
ん
で
い
た
の
が
ほ

ん
の
数
一
〇
分
で
解
決
し
た
。
こ
の

こ
と
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
�
と
言

っ
た
そ
う
で
あ
る
。
犯
罪
を
犯
し
た

わ
け
で
も
浪
費
し
た
わ
け
で
も
な
く
、

こ
ん
な
人
が
自
分
で
自
分
の
命
を
絶

と
う
と
す
る
社
会
は
ど
こ
か
お
か
し

い
の
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な
ど
こ
に

も
相
談
で
き
な
か
っ
た
人
の
た
め
に

安
心
し
て
生
活
が
出
来
る
そ
う
し
た

環
境
を
作
っ
て
あ
げ
る
の
が
国
や
行

政
の
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

の
禧
久
氏
の
言
葉
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。二

部
は
、
会
場
か
ら
�
税
の
滞
納

と
多
重
債
務
者
救
済
に
つ
い
て
�
な

ど
数
多
く
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
予
定

時
間
が
オ
ー
バ
ー
す
る
ほ
ど
参
加
者

も
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

中
村

優
子
）
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平
成
一
九
年
一
二
月
二
日
（
日
）

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
パ

シ
フ
ィ
コ
横
浜
に
お
い
て
、
法
務
省

・
文
部
科
学
省
・
最
高
裁
判
所
・
日

本
弁
護
士
連
合
会（
以
下�
日
弁
連
�

と
い
う
）
主
催
、
横
浜
弁
護
士
会
・

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会（
以
下�
日

司
連
�
と
い
う
）
・
法
テ
ラ
ス
（
日

本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）
・
神
奈
川

県
教
育
委
員
会
・
横
浜
市
教
育
委
員

会
・
朝
日
新
聞
社
後
援
に
よ
り
、�
法

教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
�
未
来
を
拓
く

法
教
育
in
よ
こ
は
ま
�
�
が
開
催
さ

れ
た
。
参
加
者
は
二
〇
〇
名
を
数
え

た
。主

催
者
に
よ
る
と
、
法
教
育
と
は

�
法
や
ル
ー
ル
の
背
景
に
あ
る
価
値

観
や
司
法
制
度
の
機
能
・
意
義
を
自

らら
考考
ええ
、、
裁裁
判判
員員
制制
度度
へへ
のの
参参
加加
なな

どど
社社
会会
にに
参参
加加
すす
るる
ここ
とと
のの
重重
要要
性性

をを
意意
識識
付付
けけ
るる
思思
考考
型型
・・
社社
会会
参参
加加

型型
のの
教教
育育
��
でで
ああ
るる
とと
いい
うう
。。
新新
たた

なな
時時
代代
のの
自自
由由
かか
つつ
公公
正正
なな
社社
会会
のの

担担
いい
手手
をを
はは
ぐぐ
くく
むむ
たた
めめ
にに
はは
、、
法法

教教
育育
がが
不不
可可
欠欠
でで
ああ
るる
とと
のの
認認
識識
かか

らら
、、
法法
務務
省省
をを
中中
心心
にに
法法
教教
育育
のの
検検

討討
・・
推推
進進
がが
すす
すす
めめ
らら
れれ
てて
いい
るる
とと

こ
ろ
で
あ
り
、
司
法
制
度
改
革
、
と

り
わ
け
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
間
近

に
迫
っ
て
い
る
中
で
、
国
民
の
法
や

裁
判
に
対
す
る
関
心
も
大
き
く
な
っ

て
い
る
。
学
校
現
場
で
は
、
法
や
司

法
の
意
義
・
役
割
を
、
実
感
を
も
っ

て
理
解
し
、
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目

指
す
法
教
育
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
の

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
改
正
教
育
基
本
法
が

正
義
・
責
任
や
公
共
の
精
神
を
養
う

こ
と
を
教
育
の
目
標
の
一
つ
と
し
た

こ
と
を
受
け
、
法
教
育
の
重
要
性
は

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
以
下
、

法
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
模
様
を
報

告
す
る
。

ま
ず
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法

制
部
長
の
菊
池
洋
一
氏
よ
り
、
開
会

挨
拶
が
な
さ
れ
た
。
法
教
育
は
、
社

会
人
と
し
て
の
モ
ノ
の
考
え
方
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
難

し
い
こ
と
を
議
論
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
法
や
司
法
を
身
近
な
も
の
と
し

て
感
じ
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

本
日
は
、
基
調
講
演
・
報
告
や
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
、

参
加
さ
れ
た
皆
様
も
、
法
教
育
の
普

及
・
発
展
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

基
調
講
演
と
し
て
、
筑
波
大
学
人

間
総
合
科
学
研
究
科
教
授
・
文
部
科

学
省
教
科
調
査
官
（
兼
務
）
・
法
教

育
推
進
協
議
会
委
員
の
江
口
勇
治
氏

か
ら
、�
法
教
育
の
未
来
�
を
テ
ー

マ
に
講
演
が
な
さ
れ
た
。
江
口
氏
に

よ
る
と
、
法
教
育
は
、
全
国
法
教
育

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
皮
切
り
に
、
日
弁

連
市
民
の
た
め
の
法
教
育
委
員
会
・

日
司
連
法
教
育
推
進
委
員
会
・
法
教

育
研
究
会
及
び
法
教
育
推
進
協
議
会

等
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

が
始
ま
り
、
そ
の
取
り
組
み
は
、
学

校
や
家
庭
へ
と
舞
台
が
広
が
り
つ
つ

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
裁
判
員

制
度
の
ス
タ
ー
ト
や
新
し
い
教
育
課

程
・
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
目
前

に
し
て
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・

高
度
情
報
化
の
進
展
が
急
激
に
進
む

中
で
、
法
教
育
の
未
来
が
問
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
教
育
の
未

来
に
向
け
て
、
人
々
の
相
互
尊
重
の

精
神
の
発
達
、
時
代
の
中
で
未
来
を

担
う
精
神
を
感
じ
、
法
の
支
配
・
法

の
機
能
・
法
的
思
考
・
法
に
よ
る
解

2007.12.2
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決
の
基
礎
を
つ
か
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
教
育

は
、
争
い
の
場
で
は
な
く
、
解
決
の

場
の
レ
ッ
ス
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

法
や
ル
ー
ル
が
子
ど
も
た
ち
の
ひ
と

つ
の
支
え
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

人
々
と
と
も
に
学
ぶ
社
会
の
な
か
で

自
由
で
公
正
な
社
会
の
意
義
を
問
う

こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

次
に
、
横
浜
市
立
老
松
中
学
校
教

諭
の
鈴
木
浩
氏
か
ら
、�
中
学
校
に

お
け
る
法
教
育
実
践
�
松
本
中
、
老

松
中
で
の
実
践
事
例
を
中
心
に
�
�

と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告
が
な
さ
れ
た
。

鈴
木
氏
に
よ
る
と
、
法
教
育
実
践

報
告
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
①
大
人

・
地
域
を
巻
き
込
む
こ
と
、
②
発
表

が
あ
る
な
ど
活
動
的
な
授
業
に
す
る

と
い
う
二
点
が
重
要
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

鈴
木
氏
が
実
際
に
中
学
校
の
授
業

で
行
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
、�
も

う
す
ぐ
は
じ
ま
る
裁
判
員
制
度
�
な

ど
の
題
材
に
基
づ
く
実
践
事
例
が
報

告
さ
れ
た
。
生
徒
た
ち
が
�
何
を
き

く
べ
き
か
�、�
ど
う
説
明
し
た
ら
わ

か
っ
て
も
ら
え
る
か
�
な
ど
ア
ン
ケ

ー
ト
の
質
問
事
項
を
考
え
て
も
ら
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
が
自
ら

活
動
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

次
に
、
岐
阜
大
学
教
育
学
部
教
授

・
法
教
育
推
進
協
議
会
委
員
の
大
杉

昭
英
氏
か
ら
、�
発
達
段
階
に
応
じ

た
法
教
育
�
と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告

が
な
さ
れ
た
。

大
杉
氏
に
よ
る
と
、
法
教
育
に
は
、

成
長
の
視
点
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
。
法
教
育
で
何
を
成
長

さ
せ
る
か
、
と
い
う
視
点
を
持
つ
べ

き
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
ど
の
段
階
で
法
教
育
の
学
習

機
会
を
作
る
か
、
と
い
う
視
点
も
重

要
で
あ
り
、
例
え
ば
小
学
校
低
中
学

年
で
あ
れ
ば
、
ル
ー
ル
が
自
分
た
ち

の
た
め
に
あ
る
と
い
う
原
体
験
、
小

学
校
高
学
年
で
あ
れ
ば
、
概
念
化
と

ル
ー
ル
に
よ
る
問
題
解
決
、
中
学
校

で
あ
れ
ば
、
概
念
化
と
活
用
、
高
等

学
校
で
あ
れ
ば
、
価
値
に
つ
い
て
の

概
念
化
と
活
用
な
ど
に
着
目
し
て
、

各
段
階
に
お
け
る
学
習
機
会
を
作
る

べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
の
成
長
に
応
じ
、
直
接
体
験

か
ら
間
接
体
験
へ
と
体
験
を
広
げ
、

経
験
を
概
念
化
で
き
る
よ
う
法
教
育

を
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

後
半
は
、
一
橋
大
学
大
学
院
法
学

研
究
科
教
授
の
山
本
和
彦
氏
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、
パ
ネ
リ
ス

ト
に
、
キ
ャ
ス
タ
ー
・
横
須
賀
市
文

化
振
興
審
議
会
委
員
・
横
須
賀
市
教

育
委
員
会
委
員
の
出
光
ケ
イ
氏
、
司

法
書
士
・
日
司
連
法
教
育
推
進
委
員

会
委
員
長
の
伊
見
真
希
氏
、
横
浜
市

立
瀬
ヶ
崎
小
学
校
主
幹
教
諭
の
梅
田

比
奈
子
氏
、
法
教
育
の
実
践
報
告
を

さ
れ
た
大
杉
氏
、
横
浜
市
教
育
委
員

会
主
導
主
事
の
三
嶽
昌
幸
氏
、
弁
護

士
・
日
弁
連
市
民
の
た
め
の
法
教
育

委
員
会
委
員
・
横
浜
弁
護
士
会
法
教

育
委
員
会
副
委
員
長
の
村
松
剛
氏

（
五
〇
音
順
）
が
登
壇
し
、�
ひ
ろ

が
る
法
教
育
�
を
テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

各
団
体
に
お
け
る
法
教
育
の
取
り
組

み
、
教
育
現
場
と
法
律
家
と
の
連
携

の
現
状
な
ど
、
活
発
な
意
見
が
出
さ

れ
、
未
来
を
拓
く
法
教
育
に
つ
き
、

建
設
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

＊

最
後
に
、
日
弁
連
副
会
長
の
松
本

新
太
郎
氏
よ
り
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
考
え
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ

れ
か
ら
も
各
団
体
が
全
国
で
法
教
育

に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
旨
の
挨
拶
が
な
さ
れ
、
法
教
育

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
閉
会
し
た
。

司
法
制
度
改
革
実
現
の
局
面
に
お

い
て
、
思
考
型
・
社
会
参
加
型
の
法

教
育
が
重
要
と
な
る
こ
と
は
論
を
俟

た
な
い
。
全
国
の
司
法
書
士
会
で
は
、

意
欲
的
に
高
校
生
法
律
講
座
な
ど
の

実
施
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
取
り
組
み
は
、
例
え
ば
悪
質
商

法
・
多
重
債
務
に
陥
ら
な
い
た
め
の

知
識
の
伝
授
に
偏
ら
ず
、
法
的
な
も

の
の
考
え
方
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
読
者
の
所
属
す
る
司
法

書
士
会
で
は
ど
の
よ
う
な
法
教
育
の

講
義
を
市
民
に
提
供
し
て
い
る
か
、

今
一
度
、
ご
確
認
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
月
報
発
行
委
員
会

赤
松

茂
）
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【
自
主
事
業
検
討
委
員
会
】

本
委
員
会
は
、
昨
年
の
六
月
に
開

催
さ
れ
た
第
六
九
回
日
本
司
法
書
士

会
連
合
会
（
以
下
�
日
司
連
�
と
い

う
）
定
時
総
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ

た
�
高
齢
者
・
障
が
い
者
、
ホ
ー
ム

レ
ス
を
対
象
と
し
た
法
律
援
助
事
業

の
実
施
を
求
め
る
決
議
�
に
基
づ
き
、

こ
の
決
議
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に

執
行
部
の
特
別
補
助
機
関
と
し
て
設

置
さ
れ
た
。
現
在
委
員
会
内
で
は
、

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー（
以
下�
法

テ
ラ
ス
�
と
い
う
）
に
お
け
る
自
主

事
業
と
し
て
、
司
法
書
士
の
前
記
決

議
内
容
の
事
業
化
を
目
指
す
と
と
も

に
、
そ
の
前
提
と
し
て
法
テ
ラ
ス
外

に
お
け
る
日
司
連
の
�
自
主
事
業
�

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
べ
く
検
討
を
重

ね
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
そ
の
背
景

に
は
、
日
司
連
が
こ
の
事
業
に
用
意

し
た
資
金
が
少
な
く
、
法
テ
ラ
ス
の

自
主
事
業
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い

う
悲
し
い
事
情
が
あ
る
。
少
な
く
と

も
法
テ
ラ
ス
と
い
う
国
家
事
業
に
積

極
的
に
関
与
し
よ
う
と
考
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
直
接
事
業
を
検
討
す
る
委

員
た
ち
あ
る
い
は
総
会
で
賛
成
の
意

思
表
示
を
し
た
組
織
員
た
ち
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
ら
な
い
よ
う
な
、

執
行
部
の
英
断
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

【
寿
越
冬
闘
争
に
つ
い
て
】

�
寿
�
地
区
と
は
、
横
浜
市
中
区

に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
�
ど
や
街
�
で

あ
る
。�
ど
や
�
と
い
う
と
多
く
の
日

雇
労
働
者
が
大
部
屋
で
寝
泊
り
す
る

イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
人
も
多
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
寿
地
区
で
は
ほ
と
ん
ど

が
建
て
替
え
や
内
装
を
変
更
し
、
ト

イ
レ
や
炊
事
場
こ
そ
共
同
で
あ
る
が
、

個
室
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

年
末
年
始
は
、
日
雇
労
働
者
の
仕
事

が
な
い
時
期
な
の
で
、
現
場
か
ら
多

く
の
労
働
者
た
ち
が
年
越
し
の
た
め

に
�
寿
�
に
集
ま
っ
て
く
る
。
横
浜

市
は
四
年
前
ま
で
は
、
こ
れ
ら
年
越

し
労
働
者
の
た
め
に
二
〇
〇
人
が
寝

泊
り
で
き
る
臨
時
の
�
プ
レ
ハ
ブ
�

を
寿
公
園
に
建
て
て
い
た
が
、
経
費

削
減
さ
れ
、
現
在
は
福
祉
プ
ラ
ザ
の

八
〇
床
が
提
供
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
�
寿
�
で
の
越
冬
は
、
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
時
代
か
ら
始
ま
り
、
今
年

が
第
三
四
次
寿
越
冬
闘
争
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
実
行
委
員
会
は
、
寿
日

雇
労
働
者
組
合
、
寿
医
療
班
、
寿
支

援
者
交
流
会
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団

寿
地
区
セ
ン
タ
ー
、
反
戦
・
反
差
別

を
闘
う
神
奈
川
青
年
労
働
者
共
闘
、

横
浜
水
曜
パ
ト
ロ
ー
ル
の
会
が
構
成

団
体
と
し
て
、
完
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
中
心
人
物
の

一
人
で
あ
る
、
寿
日
雇
労
働
者
組
合

の
近
藤
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

�
本
来
行
政
が
や
る
べ
き
こ
と
を
仲

間
同
士
の
助
け
合
い
で
や
っ
て
い
る
。

正
月
の
時
期
に
一
人
の
死
亡
者
も
出

さ
な
い
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。
今
年

は
八
〇
床
し
か
臨
時
の
宿
泊
が
確
保

さ
れ
て
お
ら
ず
、
年
内
は
若
い
人
・

元
気
の
あ
る
人
に
は
と
り
あ
え
ず
毛

布
を
渡
し
て
テ
ン
ト
等
で
過
ご
し
て

も
ら
う
し
か
な
い
�
と
、
憲
法
上
保

障
さ
れ
て
い
る
�
生
存
権
�
そ
の
も

自主事業検討委員会�寿�越冬闘争視察取材
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の
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
た
。
越

冬
闘
争
で
は
、
炊
き
出
し
や
年
越
し

そ
ば
、
餅
つ
き
な
ど
の
行
事
も
行
わ

れ
る
と
と
も
に
、
夜
間
は
パ
ト
ロ
ー

ル
を
行
い
、
生
き
て
年
末
年
始
を
過

ご
す
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
。
現
在

社
会
を
謳
歌
し
て
い
る
我
々
が
知
ら

な
い
現
実
が
、
そ
こ
に
は
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

【
法
律
相
談
会
と
司
法
書
士
へ

の
期
待
】

神
奈
川
県
司
法
書
士
会
人
権
委
員

会
で
は
、
年
末
年
始
の
�
寿
�
越
冬

闘
争
に
参
加
し
て
今
回
で
四
年
目
に

な
る
。
具
体
的
に
は
、
実
行
委
員
会

テ
ン
ト
の
前
で
�
法
律
相
談
�
を
行

っ
て
い
る
。
す
っ
か
り
、
実
行
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
お
な
じ
み
で

あ
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
毎
月

�
寿
�
地
区
で
の
法
律
相
談
を
続
け

て
い
る
た
め
、
こ
こ
の
住
民
か
ら
も

す
で
に
十
分
認
知
さ
れ
て
い
る
。
法

律
相
談
に
関
し
て
は
、
実
行
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
が
日
常
的
な
相
談
か
ら

本
人
を
連
れ
て
訪
れ
た
り
、
当
日
地

区
を
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
で
呼
び
か
け
た

り
、
あ
る
い
は
す
で
に
何
度
か
利
用

し
た
方
（
リ
ピ
ー
タ
ー
）
が
い
た
り
、

一
般
の
相
談
所
と
変
わ
る
こ
と
は
な

い
。
相
談
内
容
は
、
多
重
債
務
相
談
、

特
に
日
雇
労
働
者
専
門
の
ヤ
ミ
金
相

談
が
多
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
住
民

登
録
を
し
た
ら
相
続
人
と
し
て
財
産

が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
と
い
う
相

談
や
、
薬
害
肝
炎
に
関
す
る
相
談
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
。�
寿
�
の
住
人

は
、
こ
の
地
区
を
自
分
た
ち
の
安
全

な
地
区
と
し
て
生
活
し
て
お
り
、
各

地
に
あ
る
相
談
窓
口
に
出
か
け
て
い

く
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
よ
う
だ
。
社

会
の
見
え
な
い
壁
が
存
在
し
て
お
り
、

私
た
ち
が
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
社
会
そ
の
も
の
の
偏
見
や
差

別
と
と
も
に
、
住
人
た
ち
の
自
立
の

問
題
が
確
か
に
存
在
す
る
。
私
た
ち

司
法
書
士
は
、
法
律
家
と
し
て
、
個

別
の
相
談
課
題
の
解
決
と
と
も
に
、

そ
こ
に
共
通
し
て
存
在
す
る
社
会
問

題
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る

こ
と
に
よ
り
人
権
を
守
り
、
社
会
正

義
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
近
藤

さ
ん
か
ら
も
�
司
法
書
士
さ
ん
が
参

加
し
て
く
れ
て
、
法
律
的
な
知
識
を

私
た
ち
も
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ

れ
ま
で
は
借
金
の
時
効
に
つ
い
て
も

知
ら
な
か
っ
た
�
と
感
謝
の
言
葉
を

い
た
だ
い
た
。
横
浜
市
の
ど
真
ん
中

で
す
ら
こ
の
状
況
で
あ
る
。
私
た
ち

の
身
近
な
と
こ
ろ
に
司
法
過
疎
は
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、気
楽
に�
司

法
過
疎
は
存
在
し
な
い
�
な
ど
と
口

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

【
日
司
連
と
し
て
】

今
回
、
日
司
連
自
主
事
業
検
討
委

員
会
が
、�
寿
�
地
区
を
視
察
し
た

の
は
達
見
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
司
連
及
び
各
司
法
書
士
会
は
、
そ

の
会
則
に
�
国
民
に
対
し
て
司
法
書

士
が
提
供
す
る
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
に
関
す
る
事
項
�
を
謳
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
身
近
に
存
在
す
る
司
法
過

疎
地
区
に
対
し
て
、
司
法
書
士
が
相

談
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
は
、
何
ら
困
難
な
問
題
で
は
な
い
。

す
ぐ
に
で
も
始
め
る
こ
と
が
で
き
る

課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
そ
の

相
談
事
例
を
踏
ま
え
て
、
法
律
家
と

し
て
い
か
に
行
動
す
べ
き
か
を
検
討

し
行
動
す
る
こ
と
ま
で
強
く
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
法
テ
ラ
ス
を

誕
生
さ
せ
た
司
法
制
度
改
革
の
精
神

で
あ
る
。
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
生
存

権
に
基
づ
き
、
現
場
か
ら
声
を
上
げ

行
動
で
き
る
の
は
司
法
書
士
を
お
い

て
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
目
に
見

え
、
実
際
に
一
部
の
司
法
書
士
た
ち

が
切
り
開
い
て
い
る
こ
の
世
界
を
、

制
度
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
日
司

連
の
役
目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日

司
連
の
自
主
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
、
そ
れ
を
法
テ
ラ
ス
の
自
主
事
業

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
日
司
連

執
行
部
が
や
る
べ
き
行
動
で
あ
る
と

確
信
し
た
年
末
取
材
で
あ
っ
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

稲
村

厚
）
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■information

第１４回日司連市民公開シンポジウム／第２回司法書士人権フォーラム

�考えよう人権PART２～いま、高齢者の人権が危ない～�

虐待されている高齢者、生活ができない高齢者、病院にも行けない高齢者、住むところ

もない高齢者など、社会から排除されつつある高齢者が多数存在します。これらの高齢者

に実際に関わっている人たちから現場報告を受け、社会から排除されつつある高齢者の実

態を知るとともにその原因を探り、私たちに何ができるのかを考えていきたいと思います。

◆日時
平成２０年３月２１日（金） 開場・受付開始１３：００／開会１４：００／閉会１８：００

◆会場
大手町サンケイプラザ４階ホール 東京都千代田区大手町１―７―２ TEL：０３―３２７３―２２５７

◆プログラム（予定）
＊�司法書士人権フォーラム作品募集�受賞者発表・表彰／受賞作品の発表
＊基調報告：

横須賀市健康福祉部高齢者福祉担当 高齢者虐待防止センター 角田幸代氏

社団法人成年後見センター・リーガルサポート 専務理事 松井秀樹氏

＊特別講演：

�みんな地球に生きるひと（日本の国際化と子どもの未来）�アグネス・チャン氏
＊パネルトーク：

�いま、高齢者の人権が危ない�
【登壇者】

横須賀市健康福祉部高齢者福祉担当 高齢者虐待防止センター 角田幸代氏

読売新聞東京本社 論説委員 徳永文一氏

社団法人成年後見センター・リーガルサポート 専務理事 松井秀樹氏

◆申込方法
＊参加費：無料

＊参加をご希望の方は、▼氏名▼郵便番号▼住所▼電話番号▼年齢▼性別▼サポートの必

要の有無等（①車いすをご利用の方②手話が必要な方③要約筆記が必要な方…は、その

旨をご明記下さい。）をご明記の上、通常ハガキ、FAXまたは日本司法書士会連合会ホ

ームページからお申込み下さい。抽選で４００名の方をご招待いたします。当選は、３月

中旬にお送りする招待状の発送をもってかえさせていただきます。

＊申込締切：平成２０年２月２９日（金） ※ハガキは当日消印有効

＊ハガキ宛先：〒１０５―００１２ 東京都港区芝大門２―１１―１６ ＹＳビル３Ｆ

第１４回日司連市民公開シンポジウム応募受付事務局 係

＊FAX：０３―５４０２―６６８４

＊日本司法書士会連合会ホームページ：http://www.shiho-shoshi.or.jp/

◆主催
日本司法書士会連合会

◆お問合せ先
第１４回日司連市民公開シンポジウム応募受付事務局 TEL：０３―５４０２―６６８３

※当日は、手話通訳、要約筆記をご用意いたします。どなた様もお気軽にご参加下さい。
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高齢者虐待防止法（略称）が施行され２年が経過しようとしています。
この法律の施行により高齢者虐待の問題が単に医療、介護の現場のみならず、家族や高齢者に
かかわる専門職能も含めた社会全体の問題として認識されることになりました。またこの法律に
おいては�高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る
こと�という�経済的虐待�も明記されました。
そこで、今回、高齢者・障害者の人権にかかわる司法書士の責任として、�経済的虐待�に関
しての社会に対する問題提起と、この問題への対処方法を検討します。

日 時 平成２０年３月２２日（土） 午後１時から午後４時３０分
開場・受付開始／１２：３０ 開会／１３：００ 閉会／１６：３０

会 場 司法書士会館 地下１階�日司連ホール�
東京都新宿区本塩町９�３ ＴＥＬ ０３－３３５９－０５４１

主 催 社団法人成年後見センター・リーガルサポート、日本司法書士会連合会

参加費 無料

申込方法
参加ご希望の方は、住所・氏名・電話番号・ご職業を明記の上、郵便ハガキ、ＦＡＸ、または
（社）成年後見センター・リーガルサポートホームページからお申し込みください。定員１８０名
になり次第締め切らせていただき、招待状は３月上旬に発送いたします。
・申込締切 平成２０年２月２９日（金）必着
・郵便ハガキ 〒１６０－０００３

東京都新宿区本塩町９－３ 司法書士会館４Ｆ
（社）成年後見センター・リーガルサポート�虐待防止シンポジウム申込�係

・ＦＡＸ ０３�５３６３�５０６５
・ＵＲＬ http://www.legal-support.or.jp/

参加費 無料

プログラム
第一部 基調講演

テーマ �高齢者虐待防止と成年後見�
講 師 小賀野 晶一（千葉大学法経学部教授）

第二部 パネルディスカッション
テーマ �虐待の防止と成年後見の役割�
コーディネーター 小賀野 晶一（千葉大学法経学部教授）
パネリスト 服部 万里子（立教大学コミュニティ福祉学部教授）

冨永 忠祐（東京弁護士会（オアシス））

杉山 春雄（（社）成年後見センター・リーガルサポート常任理事）

■information

高齢者虐待防止シンポジウム

�虐待の防止と成年後見の役割�
高齢者の財産を搾取する�経済的虐待�にわれわれはどう対処すべきなのか
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第
７
回
理
事
会

（
平
成
２０
年
１
月
９
日
）

〔
審
議
議
案
〕

�
神
戸
学
院
大
学
及
び
大
阪
大
学
よ

り
、
共
同
研
究
費
の
支
給
に
つ
い
て

要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
要
請
に
も

と
づ
き
研
究
費
を
支
給
す
る
こ
と
を

承
認
し
た
。

�
平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日
付
に

て
退
職
（
自
己
都
合
）
し
た
職
員
の

退
職
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
退

職
給
与
等
引
当
積
立
金
（
特
定
預

金
）
か
ら
金
二
�
四
〇
〇
�
三
五
八

円
を
取
り
崩
す
こ
と
を
承
認
し
た
。

�
高
知
県
司
法
書
士
会
よ
り
申
請
さ

れ
た
特
別
会
費
免
除
に
つ
い
て
承
認

し
た
。

�
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
の
共
催
に
よ

り
、�
高
齢
者
虐
待
防
止
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
�
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し

た
。
な
お
、
連
合
会
が
負
担
す
る
費

用
に
つ
い
て
は
、
金
五
〇
万
円
を
限

度
と
し
て
制
度
改
善
費
の
制
度
振
興

費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
と
し
、
支
出

額
の
決
定
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任

す
る
こ
と
を
併
せ
て
承
認
し
た
。

�
�
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
�
実
務

解
説
書
籍
を
出
版
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。
な
お
、
出
版
契
約
等
に
つ
い

て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し

た
。

�
司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
等

の
相
談
員
の
ス
キ
ル
向
上
を
目
的
と

し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
作
成
す
る
こ
と
を
承

認
し
た
。

�
司
法
書
士
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
度
、
事
業

を
継
続
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�
平
成
一
九
年
度
地
域
開
催
業
務
一

般
研
修
（
不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
）
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し

た
。

	
登
記
法
学
会
設
立
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
た
め
、
日
司
連
事
務
執
行
規

則
第
二
三
条
第
一
項
の
規
定
に
も
と

づ
き
、
次
の
特
別
補
助
機
関
を
設
置

し
て
そ
の
任
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
を

承
認
し
た
。
な
お
、
人
選
に
つ
い
て

は
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
登
記
法
学
会
設
立
検
討
委
員
会

①
委
員
の
数

六
名
以
内

②
客
員
委
員

若
干
名

③
付
託
事
務

（１
日
本
登
記
法
学
会
設
立
に
向

け
た
検
討

（２
前
項
に
関
す
る
事
項

④
予
算
措
置

委
員
会
費
の
委
員

会
費



司
法
書
士
の
名
称
変
更
に
つ
い
て
、

会
員
向
け
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す

る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字
句

の
修
正
等
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任

す
る
こ
と
と
し
た
。

�
第
七
回
司
法
書
士
特
別
研
修
実
施

計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
承

認
し
た
。

�
平
成
一
九
年
度
第
四
回
会
長
会
に

付
議
す
る
事
項
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な

お
、
追
加
の
付
議
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し

た
。

○
付
議
す
る
事
項

〔
報
告
事
項
〕

①
一
般
報
告

②
日
弁
連
と
の
協
議
に
つ
い
て

③
組
織
機
構
改
革
に
つ
い
て

④
規
制
改
革
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他

〔
協
議
事
項
〕

①
�
本
人
確
認
及
び
記
録
保
存
に

関
す
る
司
法
書
士
会
会
則
一
部

改
正（
案
）�
へ
の
対
応
に
つ
い

て
②
司
法
書
士
会
が
定
め
る
�
依
頼

者
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る

事理 会

レ

ポ

ー

ト
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規
程
基
準（
案
）�
制
定
に
つ
い

て
③
不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

利
用
促
進
策
へ
の
対
応
に
つ
い

て
④
日
司
連
役
員
選
挙
の
改
革
に
つ

い
て

⑤
日
司
連
会
費
の
改
革
に
つ
い
て

⑥
平
成
二
〇
年
度
事
業
計
画
・
予

算
（
案
）
の
骨
子
に
つ
い
て

⑦
司
法
書
士
会
会
長
相
互
の
意
見

交
換

⑧
そ
の
他

�
次
の
と
お
り
平
成
二
〇
年
度
第
一

回
会
長
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。

①
日
時

平
成
二
〇
年
四
月

一
〇
日
（
木
）
一
三
〜
一
七
時

一
一
日
（
金
）
一
〇
〜
一
五
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館
地
下
一
階

日
司
連
ホ
ー
ル

�
�
日
司
連
業
務
及
び
財
務
等
の
情

報
公
開
に
関
す
る
規
則
�
の
一
部
を

改
正
す
る
こ
と
、
及
び
�
日
司
連
懲

戒
処
分
及
び
注
意
勧
告
の
公
表
並
び

に
開
示
に
関
す
る
規
則
�
を
制
定
す

る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字
句

の
修
正
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任

す
る
こ
と
と
し
た
。

�
平
成
一
九
年
度
第
六
九
回
定
時
総

会
決
議
に
も
と
づ
き
、
高
齢
者
、
障

が
い
者
、
ホ
ー
ム
レ
ス
等
を
対
象
と

し
た
法
律
援
助
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
協
議
議
案
に
変
更

し
、
協
議
し
た
。

〔
協
議
議
案
〕

�
�
本
人
確
認
及
び
記
録
保
存
に
関

す
る
司
法
書
士
会
会
則
一
部
改
正

（
案
）�
に
関
す
る
司
法
書
士
会
へ

の
対
応
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�
司
法
書
士
会
が
定
め
る
�
依
頼
者

等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
規
程
基

準
（
案
）�
制
定
に
つ
い
て
協
議
し

た
。

�
平
成
二
〇
年
度
事
業
計
画
・
予
算

（
案
）
の
骨
子
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

	
�
日
弁
連
と
の
協
議
�
へ
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
し
た
。



第
七
回
司
法
書
士
特
別
研
修
受
講

予
定
者
名
簿
の
登
載
拒
否
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

�
日
司
連
役
員
選
挙
の
改
革
に
つ
い

て
は
、
会
長
会
に
て
意
見
を
聴
取
す

る
こ
と
と
し
た
。

�
日
司
連
会
費
の
改
革
に
つ
い
て
は
、

会
長
会
に
て
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と

と
し
た
。



大
学
在
籍
者
か
ら
の
登
録
申
請
に

関
す
る
取
扱
基
準
に
つ
い
て
は
、
時

間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
兼
業
者
か
ら
の
登
録
申
請
に
関
す

る
取
扱
基
準
に
つ
い
て
は
、
時
間
の

都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
司
法
書
士
事
業
承
継
支
援
に
つ
い

て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
テ
ラ
ス

民
事
法
律
扶
助
・
司
法
書
士
相
談
セ

ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
時
間

の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
地
方
事

務
所
等
の
司
法
書
士
窓
口
対
応
専
門

職
員
に
か
か
る
対
応
に
つ
い
て
は
、

時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
制
度
認
知
拡
大
基
金
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協

議
。

�
登
記
乙
号
事
務
の
民
営
化
に
つ
い

て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
特
定
商
取
引
法
及
び
割
賦
販
売
法

改
正
へ
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�
平
成
一
九
年
度
第
四
回
会
長
会

（
H20.
１
／
２１
―
２２
）
の
対
応
に
つ
い

て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
平
成
二
〇
年
新
年
賀
詞
交
歓
会

（
H20.
１
／
２１
）
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

�
第
九
回
理
事
会
の
日
程
変
更
、
及

び
第
一
〇
回
理
事
会
の
開
催
日
程
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
了
承
し
た
。

○
第
九
回
理
事
会

①
日
時

平
成
二
〇
年
三
月

二
五
日
（
火
）
一
三
〜
一
七
時

二
六
日
（
水
）
一
〇
〜
一
五
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館
六
階
会
議

室
○
第
一
〇
回
理
事
会

①
平
成
二
〇
年
四
月

二
四
日
（
木
）
一
三
〜
一
七
時

二
五
日
（
金
）
一
〇
〜
一
五
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館
六
階
会
議

室

トーポレ会事理
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�公益信託 成年後見助成基金�の現状と今後の展望

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

総務担当常任理事 杉山 春雄

社団法人成年後見センター・リーガルサポート（以下�リーガルサポート�という。）が委
託し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が受託・運営する�公益信託 成年後見助成基金�（以下
�助成基金�という。）は、経済的理由によって本来必要とされる成年後見制度の利用が阻害
されないよう、一定の後見報酬を確保・補完する助成制度として、リーガルサポートが全国の
司法書士らに呼びかけ、公益信託を活用した形で設定した基金である。
リーガルサポートでは、助成基金の安定運営に資するため、その募集、申請受付等の事務手

続きに協力し、助成基金への寄付要請も継続的に行ってきたところである。
平成１９年度における運営状況をみると、司法書士・社会福祉士などに対し合計３８件、総額

５，６８７，５００円の助成金を支給する一方、多数の寄付・遺贈を受けたことにより、助成基金の正
味信託財産額は１９２，２３１，４９４円に達した（平成１９年９月３０日現在）。信託財産額は、何と前年比
１億円以上の大幅増である。設定当初２０００万円（設定後、３７５万円を追加信託）の信託財産が
わずか６年でその規模を１０倍近くまで拡大するとは誰が予想し得ただろうか。関係各位の多大
なるご支援に対し、心より感謝申し上げたい。
ところで、最高裁統計によると、後見関係事件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後

見監督人選任事件）は、年間３万件を超えた。障害者自立支援法施行の影響もさることながら、
法テラス、介護保険法の改正によって創設された地域包括支援センター、日常生活自立支援事
業（旧地域福祉権利擁護事業）などが足並みを揃えて成年後見制度の利用に向けた情報提供と
関係団体等の紹介を始めたことが制度普及に拍車をかけている。加えて、深刻な社会問題とな
った高齢者等に対する虐待の問題について、高齢者虐待防止法が高齢者虐待を防止するための
方策として成年後見制度の有用性を認め、積極的な活用を促しており、今後の動きに目が離せ
ない。
他方、虐待防止などに果敢に取り組む後見人等に対する報酬の問題は、なぜか置き去りの感

がある。後見人等報酬についての公的助成の現状は、極めて不十分といわざるを得ない。後見
人等が果たすべき役割の重要性はいうまでもないが、そこに適正報酬という後ろ盾がなければ、
個々の善意や熱意だけでそう長続きするものではないと思う。
成年後見制度をめぐる新しいうねりの中で、助成基金がますます社会的注目を集めることは

想像に難くない。助成基金に対しては、このたびの信託財産の拡充を受け、助成金の増額等、
更なる検討がなされることを望みたい。
なお、助成基金運営委員会では、次のとおり�第８回募集要項�を定め、助成基金の給付申

請を受け付けることを決定している。募集要項及び助成金申込書は、後記事務局に請求するか、
リーガルサポートのホームページ（http://www.legal－support.or.jp/）から取得できるので、
応募要件を満たしている会員の方は、締切日に注意の上、積極的に応募していただきたい。

司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.2６５



�公益信託 成年後見助成基金�第８回募集要項

１．趣旨
成年後見制度の利用に関する費用を助成し、もって利用者の権利の擁護及び福祉の増進に

寄与することを目的とします。
２．応募対象
（１）既に就任した成年後見人等が後見事務を概ね３ヵ月以上実行している場合であることと

します。ただし、親族以外の個人が成年後見人等に就任しているときに限ります。
（２）後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないものであることとします。
（３）本年度は、成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者または知的障害者・精神障害者

等で、生計を一にする家族の年収が２６０万円以下であり、かつ他に資金化できる適当な資
産がないこととします。

（４）保全処分の財産管理人の就任にかかる報酬は該当しません。
（５）報酬付与審判申立てをしていない期間が対象となります。
３．助成金

助成金総額１，０００万円（うち新規申請分４００万円）。
被後見人等お一人に対し原則月額１万円最高２万円を限度に助成します。最長５ヵ年間（２

年目以降は、継続の申請が必要です）。
４．応募方法

所定の助成金申込書に必要事項を記入し資料を添付して、下記事務局宛送付してください。
５．申込み締切日

平成２０年４月３０日（水）必着
６．選考の方法、採否の通知及び助成金の交付
（１）当基金運営委員において内容を審査の上採否を決定し、平成２０年６月中に採否を通知し

ます。
（２）選考後の給付は（１）の通知書を添付し家庭裁判所の報酬付与審判を申立て、決定され

た審判に基づき助成金を交付します。
７．その他
（１）応募いただいた申込書等の書類の返却はいたしません。
（２）応募にあたっては、助成申請書類及び添付した資料に記載されている事項が、助成金の

支給対象者の選考等、当公益信託の運営に必要な範囲で、当公益信託の運営委員・信託管
理人・事務局が取得・利用すること、また、支給が決定した場合は、氏名、所属等の情報
が主務官庁等へ提供されることについての同意が必要となります。

（３）寄付のお申出は、下記事務局または受託者へご連絡ください。
８．申請書提出先・請求先
（事務局）〒１６０�０００３ 東京都新宿区本塩町９�３ 司法書士会館４階

社団法人成年後見センター・リーガルサポート内
公益信託�成年後見助成基金�事務局 ＴＥＬ０３�３３５９�０５４１

（受託者）〒１００�８２１２ 東京都千代田区丸の内１�４�５
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社リテール受託業務部
公益信託グループ ＴＥＬ０３�３２１２�１２１１ 内線３４３５
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定
価
四
八
三
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
五
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
五
八
八
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
五
二
九
二
円

（
税
・
送
料
込
）

〔
申
込
方
法
〕

�
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、�
月

報
司
法
書
士
読
者
�
と
明
記
の
う
え

送
付
先
住
所
・
氏
名
（
所
属
会
）・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
直
接
、
出
版

社
あ
て
必
ず
郵
送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
出
版
社
よ
り
直
接
、送
本
の
の
ち
、

振
替
用
紙
等
で
代
金
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

�
定
価
及
び
頒
布
価
格
に
つ
き
ま
し

て
は
、
出
版
社
に
よ
り
表
示
形
態
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

�
書
籍
の
内
容
、
発
送
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
、
出
版
社
へ

お
願
い
し
ま
す
。

�
締
切＝

平
成
２０
年
３
月
１７
日（
月
）

締
切
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
割
引
価
格
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

�１
�
書
式
民
事
再
生
の
実
務

〔
全
訂
三
版
〕
�
申
立
て
か
ら
手
続
終
了

ま
で
の
書
式
と
理
論
�
	

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
・
弁
護
士

法
人

淀
屋
橋
・
山
上
合
同
編
／
Ａ
５

判
・
五
二
六
頁
／
平
成
一
九
年
九
月

二
〇
日
発
行
／
㈱
民
事
法
研
究
会
刊

中
小
企
業
の
再
建
は
も
と
よ
り
、

上
場
企
業
等
の
大
企
業
の
再
建
に
も

幅
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
民
事
再
生

手
続
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
と
書
式

・
記
載
例
を
網
羅
し
た
好
評
書
の
最

新
版
！

新
破
産
法
・
新
会
社
法
施

行
後
の
運
用
を
織
り
込
む
と
と
も
に
、

書
式
の
文
例
を
全
面
的
に
見
直
し
最

新
の
実
務
を
反
映
！

◆
�１
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

朝
倉

〒
一
五
一
―
〇
〇
七
三

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
―
一
八
―
三

エ
ル
カ
ク
エ
イ
笹
塚
ビ
ル
六
階

�
〇
三
―
五
三
五
一
―
一
五
七
一

�
〇
三
―
五
三
五
一
―
一
五
七
二

�２
�﹇
担
当
部
門
別
﹈
会
社
役
員
の

法
務
必
携
	

弁
護
士

武
井
洋
一
・
日
本
経
団
連
経

済
第
二
本
部

阿
部
泰
久
ほ
か
編
著
／

Ａ
５
判
・
八
一
六
頁
／
平
成
一
九
年

一
二
月
二
六
日
発
行
／
㈱
清
文
社
刊

本
書
は
、
株
主
総
会
・
取
締
役
会

の
権
限
や
責
任
な
ど
、
会
社
法
下
に

お
け
る
機
関
の
役
割
、
新
株
予
約
権

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
株
式
実
務
、
急

増
す
る
Ｍ
＆
Ａ
へ
の
対
応
、
人
事
・

労
務
問
題
、
消
費
者
取
引
等
々
、
新

た
な
展
開
を
み
せ
る
企
業
法
務
に
つ

い
て
、
役
員
の
担
当
部
門
別
に
解
説

し
て
い
ま
す
。

◆
�２
の
申
込
先

㈱
清
文
社

営
業
部

三
馬

〒
一
〇
一
―
〇
〇
四
八

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町

二
―
八
―
四
（
吹
田
屋
ビ
ル
）

�
〇
三
―
五
二
八
九
―
九
九
三
一

�
〇
三
―
五
二
八
九
―
九
九
一
七
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■
連
合
会
日
誌
（
１
月
）

５
（
土
）
総
研
第
４
回
行
政
法
関
係

研
究
部
会

８
（
火
）
第
１０
回
常
任
理
事
会

９
（
水
）
第
７
回
理
事
会
、
第
１４
回

登
録
常
務
会

１０
（
木
）
総
研
第
１０
回
知
財
関
係
研

究
部
会

１１
（
金
）
第
３
回
司
法
書
士
倫
理
研

究
委
員
会

１２
（
土
）
任
意
後
見
制
度
改
善
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
制
度
広
報
Ｂ
会
別
説

明
会
・
意
見
交
換
会（
東
北
Ｂ
会
）

１３
（
日
）
〜
１４
（
月
）
平
成
１９
年
度

専
門
分
野
修
得
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

�
交
通
事
故
（
物
損
）
分
野
�

１５
（
火
）
第
４
回
選
挙
制
度
改
革
Ｗ

Ｔ
１６
（
水
）
第
５
回
月
報
発
行
委
員
会
、

第
５
回
多
重
債
務
問
題
対
策
部
、

第
５
回
消
費
者
問
題
研
究
委
員
会
、

第
２
回
事
業
計
画
・
予
算
案
策
定

常
務
打
合
せ
、
平
成
１９
年
度
司
法

書
士
中
央
新
人
研
修
【
東
地
区
�

１
月
２２
日
ま
で
】

１７
（
木
）
第
５
回
地
域
司
法
拡
充
対

策
部
、
総
研
第
３
回
企
画
運
営
員

会
議
、
第
５
回
改
革
推
進
Ｗ
Ｔ
、

平
成
１９
年
度
地
域
開
催
一
般
業
務

研
修
会
【
関
東
Ｂ
】

１８
（
金
）
第
４
回
不
動
産
取
引
対
策

部
、
第
６
回
オ
ン
ラ
イ
ン
推
進
対

策
部
、
第
３
回
本
人
訴
訟
支
援
Ｗ

Ｔ
、
総
研
第
７
回
刑
事
・
少
年
事

件
研
究
部
会
、
平
成
１９
年
度
司
法

書
士
中
央
新
人
研
修
【
西
地
区
�

１
月
２４
日
ま
で
】

１９
（
土
）
制
度
広
報
Ｂ
会
別
説
明

会
・
意
見
交
換
会
（
関
東
Ｂ
会
）、

第
７
回
司
法
書
士
特
別
研
修
チ
ュ

ー
タ
ー
研
修
会
【
東
京
・
大
阪
・

広
島
】

２０
（
日
）
平
成
１９
年
度
地
域
開
催
一

般
業
務
研
修
会
【
北
海
道
Ｂ
】

２１
（
月
）
第
８
回
臨
時
理
事
会
、
平

成
２０
年
新
年
賀
詞
交
歓
会
、
第
４

回
会
費
制
度
改
革
Ｗ
Ｔ
、
第
１５
回

登
録
常
務
会

２１
（
月
）
〜
２２
（
火
）
第
４
回
全
国

会
長
会

２３
（
水
）
第
３
回
後
見
制
度
等
推
進

委
員
会
、
第
３
回
大
学
提
携
等
推

進
委
員
会
、
第
４
回
企
業
法
務
Ｗ

Ｔ
２４
（
木
）
第
４
回
人
材
育
成
Ｗ
Ｔ
、

第
５
回
人
権
委
員
会
、
平
成
１９
年

度
地
域
開
催
一
般
業
務
研
修
会

【
四
国
Ｂ
】

２５
（
金
）
第
３
回
家
事
・
簡
裁
Ｗ
Ｔ
、

第
６
回
研
修
部
門
・
正
副
所
長
合

同
会
議

２６
（
土
）
第
３
回
開
業
支
援
フ
ォ
ー

ラ
ム
【
大
阪
】、
平
成
１９
年
度
地

域
開
催
一
般
業
務
研
修
会
【
東
北

Ｂ
】

２７
（
日
）
第
３
回
開
業
支
援
フ
ォ
ー

ラ
ム
【
東
京
】、
平
成
１９
年
度
地

journal

連
合
会
日
誌
・
執
行
部
の
動
き

January.2008
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域
開
催
一
般
業
務
研
修
会
【
中
国

Ｂ
】

２８
（
月
）
第
４
回
業
務
対
策
部
、
第

１
回
中
央
事
故
処
理
審
査
会
、
第

７
回
司
法
書
士
特
別
研
修
【
３
月

２
日
ま
で
】

２９
（
火
）
第
４
回
商
事
法
務
Ｗ
Ｔ
、

第
５
回
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

推
進
委
員
会

３０
（
水
）
第
２
回
規
制
改
革
・
民
間

開
放
対
策
部
、
第
８
回
不
動
産
登

記
法
改
正
対
策
部
、
研
修
所
第
３

回
特
別
研
修
チ
ー
ム
会
議

３１
（
木
）
第
３
回
自
主
事
業
検
討
委

員
会

３１
（
木
）
〜
２
／
１
（
金
）
第
１１
回

常
任
理
事
会

■
執
行
部
の
動
き
（
１
月
）

９
（
水
）
ホ
ー
ム
レ
ス
等
に
対
す
る

法
律
援
助
事
業
実
施
に
関
す
る
法

務
省
民
事
局
と
の
打
合
せ
〔
里
村

常
任
理
事
他
〕、�
都
市
再
生
街
区

基
本
調
査
成
果
デ
ー
タ
�
に
関
す

る
（
株
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研

究
所
と
の
打
合
せ
〔
酒
井
専
務
理

事
他
〕

１１
（
金
）
割
賦
販
売
法
改
正
実
現
全

国
会
議
出
席
〔
境
理
事
〕

１５
（
火
）
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
に

お
け
る
司
法
書
士
の
特
定
業
務
に

関
す
る
法
務
省
民
事
局
と
の
打
合

せ
〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、
職
務

上
請
求
に
関
す
る
法
務
省
民
事
局

と
の
打
合
せ
〔
三
河
尻
常
任
理
事

他
〕

１６
（
水
）
特
定
商
取
引
法
改
正
に
関

す
る
経
済
産
業
省
と
の
打
合
せ

〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕

１７
（
木
）
資
金
循
環
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
三
菱
総
研
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
対
応
〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、

自
民
党
政
調
消
費
者
問
題
調
査
会

傍
聴
〔
小
澤
理
事
他
〕

２１
（
月
）
自
民
党
司
法
制
度
調
査
会

登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
Ｐ
Ｔ
第
６
回
会

合
出
席
〔
佐
藤
会
長
他
〕

２２
（
火
）
自
民
党
司
法
制
度
調
査
会

明
る
い
競
売
Ｐ
Ｔ
第
１
回
会
合
出

席
〔
山
口
副
会
長
他
〕

２４
（
木
）
自
民
党
政
調
消
費
者
問
題

調
査
会
傍
聴
〔
境
理
事
他
〕、
消

費
者
教
育
推
進
協
議
会
出
席
〔
安

藤
理
事
他
〕

２５
（
金
）
土
地
取
引
に
関
す
る
朝
日

新
聞
社
取
材
対
応
〔
酒
井
専
務
理

事
〕、
多
重
債
務
問
題
に
関
す
る

日
本
経
済
新
聞
社
取
材
対
応〔
岩

井
常
任
理
事
他
〕

２６
（
土
）
第
１３
回
消
費
者
問
題
リ
レ

ー
報
告
会
〔
小
澤
理
事
他
〕

２６
（
土
）
〜
２７
（
日
）
名
古
屋
大
学

�
法
整
備
支
援
戦
略
の
研
究
�
全

体
会
議
出
席
〔
高
橋
常
任
理
事
〕

２８
（
月
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

本
部
民
事
法
律
扶
助
課
と
の
打
合

せ
〔
齋
木
副
会
長
他
〕

２９
（
火
）
自
民
党
政
調
経
済
産
業
部

会
・
中
小
企
業
調
査
会
合
同
会
議

傍
聴
〔
境
理
事
他
〕、
特
定
商
取

引
法
改
正
に
関
す
る
法
務
省
民
事

局
と
の
打
合
せ
〔
酒
井
専
務
理
事

他
〕

３０
（
水
）
本
人
確
認
業
務
に
関
す
る

法
務
省
・
全
銀
協
・
日
司
連
と
の

打
合
せ
〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、

電
子
署
名
法
検
討
会
に
関
す
る
日

税
連
と
の
打
合
せ〔
佐
藤
会
長
他
〕、

自
民
党
政
調
消
費
者
問
題
に
関
す

る
Ｐ
Ｔ
・
Ａ
Ｄ
Ｒ
活
性
化
戦
略
に

Ｐ
Ｔ
等
合
同
会
議
傍
聴
〔
安
藤
理

事
他
〕、
成
年
後
見
制
度
に
関
す

る
法
務
省
民
事
局
と
の
打
合
せ

〔
今
川
常
任
理
事
他
〕
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